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第３０回平成２２年３月与謝野町議会定例会会議録（第６号）

招集年月日 平成２２年３月１７日

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後４時５５分 延会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 糸 井 満 雄 （午後 欠席）

２番 畠 山 伸 枝 １１番 勢 旗 毅

３番 上 山 光 正 １２番 多 田 正 成

４番 廣 野 安 樹 １３番 今 田 博 文

５番 小 林 庸 夫 １４番 谷 口 忠 弘

６番 家 城 功 １５番 赤 松 孝 一

７番 伊 藤 幸 男 １６番 服 部 博 和

８番 浪 江 郁 雄 １７番 有 吉 正

９番 井 田 義 之 １８番 森 本 敏 軌

２．欠席議員（なし）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 奥野 稔 書 記 河邊 惠

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

総 務 課 長 大下 修 教育委員長 白杉 直久

企画財政課長 吉田 伸吾 商工観光課長 太田 明

岩滝地域振興課長 藤原 清隆 農 林 課 長 浪江 学

野田川地域振興課長 宇野 準一 教育推進課長 土田 清司

加悦地域振興課長 和田 茂 教 育 次 長 鈴木 雅之

税 務 課 長 日高 勝典 下 水 道 課 長 西村 良久

住民環境課長 永島 洋視 水 道 課 長 吉田 達雄

会 計 室 長 金谷 肇 保 健 課 長 泉谷 貞行

建 設 課 長 西原 正樹 福 祉 課 長 佐賀 義之
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５．議事日程

日程第 １ 議案第２６号 平成２２年度与謝野町一般会当初予算

（質疑）
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６．議事の経過

（開会 午前９時３０分）

議 長（森本敏軌） 皆さん、おはようございます。

いよいよきょうから平成２２年度の一般会計当初予算について、ご審議をいただきます。

効率よく質疑をいただきますようにお願いを申し上げます。

ただいまの出席議員は１８人であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。

日程第１ 議案第２６号 平成２２年度与謝野町一般会計当初予算を議題とします。

本案については、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。質疑

は申し合わせのとおり１５分となっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、質疑に入ります。質疑ありませんか。

小林議員。

５ 番（小林庸夫） おはようございます。

それでは、平成２２年度予算案につきまして、質問させていただきたいと思います。

この当初予算資料によりますと、ことしは町長選挙もあり、町会議員選挙もあるという形で、

いわゆる政策的経費については６月補正予算でしっかりしたいというようなことがうたってある

んですが、どのようなことが、具体的なこととしてお考えになっておられるのか。これはきょう

現在では町長も、次のことが未確定なことでございますので、わからないと思いますけれども、

全般的に考えられて、どういったことが思いであられるのか、まず、お尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

まず、骨格予算というものの提言についてでございますけれども、骨格予算につきましては、

法令上の概念はないということでございます。首長や議会の議員の改選を目前に控えている場合

等において、１年間の行政活動すべてにわたって予算計上することが困難、あるいは適当でない

と判断した場合、新規の施策等を見送り、また、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に編

成された予算を言うと、これが骨格予算ということでございます。継続事業と申しましても、確

かに３年、４年かかってやっております町道の整備だとか、いろいろな下水道の整備ですとか、

いろいろなことがあるわけでございますけれども、骨格予算でいう継続事業の定義といいますの

は、継続費なり債務負担公費なりを設定して予算の予約をしておるもの、そういったものについ

ては乗せておくと。しかし、そうでない継続事業は骨格予算でいう継続事業にはならないんじゃ

ないかということで、当初予算からは３年、４年続けてやっております町道の整備ですとか、下

水道の整備ですとか、そういったものにつきましては、一応、乗せておりません。一応、町長選

挙後の肉づけ予算において新しい体制で提案をさせていただいたらどうだろうというふうに思っ

ておのます。どのような経費が上がってくるかということにつきましては、それはやはり選挙後

におきまして新町長のもとで決めていくということでございますので、我々事務方から、こうい

った経費だということを今、申し上げるのは不適切だというふうに思っておりますので、ご勘弁

がいただきたいと思います。以上でございます。
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議 長（森本敏軌） 皆さんに申し上げます。せんだっても申し上げましたけれども、大きな声でマイ

クに近づいて質疑をいただきますようにお願い申し上げます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） それでは、同じ資料の３３ページですけれども、教育費でスクールガードリーダ

ー事業としまして新規に５４万円が一応、計画されておるようでございますが、これは予算書の

何ページに載っておるものですか、ちょっと教えていただきたいと思うんですが。ちょっと目通

しさせていただきましても、教育費とございますが、どこが持っておるようなことでございます。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

（休憩 午前９時３５分）

（再開 午前９時３６分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

小林議員。

５ 番（小林庸夫） それでは、この予算書に入りまして、まず、歳入関連でお尋ねしたいと思います

けれども、１２ページの一番上ですけれども、町民税の個人分と法人税とございまして、個人分

につきましては、前年対比ですね、約９２．７％ということで、大体８％ほど弱、減額のようで

すし、法人税につきましては前年対比で７６％ぐらいのもので、非常に法人税の落ち込みがきつ

いようでございますし、先ほど、企画財政課長から骨格予算という形のことで、それはよくわか

るんですが、いわゆる収入は、こういった見込みのない中で、新たな事業をなされる場合にはど

ういった面の財源のもくろみをお持ちなのか、それをお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

ご指摘のとおり町税につきましては、町民税だけで前年度当初と対比いたしますと、

８，５００万円弱の減収という見込みを立てております。しかし、そういう中にありまして、昨

年の選挙で政権交代があったわけでございますけれども、今年度は地方交付税、これが対前年度

比、額的に１．１兆円の増ということでございます。したがいまして、税は減るわけでございま

すけれども、交付税というものにつきましては、前年度よりたくさん見込めるという点があろう

かというふうに思います。

それと、交付税とあわせてですけれども、臨時財政対策債、これ交付税と同じだというふうに

考えていただいたらいいわけです。ただ、これもいろいろ制度的には問題があろうかというふう

に思いますけれども、そういったものも大きく増額となりまして、予算の総額は確保されている

ということのようでございます。したがいまして、税の減る分につきまして交付税に依存して予

算を組み立てていくと、そういう手法になろうかというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 交付税という形のことで、確かに予算的にも交付税につきましては、たくさん前

年対比ですね、ふえた金額になっているようでございますが、いうなれば、たばこ消費税も減っ

てきておりますし、なかなか歳入が少なくなっているという中で、新たな年度の政策的な計画さ

れるにつきましても今、課長のお答えにありましたように、いわゆる借入金で行うというような

ことのようでございます。そういう中で、２３ページの土木国庫補助金が、いわゆることしは何
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か５５０万円のような予算でございますけれども、昨年は５，６１０万円ほどの予算のようだっ

たと思うんですが、この件で、これだけ減額されておるというような理由がわかりましたら、ち

ょっとお願いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

２３ページの道路改良事業補助金でございますけれども、先ほど企画財政課長の答弁にもござ

いましたように、従来の予算につきましては、明石香河線を初め３線分の補助金を計上させてい

ただいておりますけれども、今回の部分につきましては岩屋川にかかる岩屋川線、いわゆる幾地

から四辻間の部分につきましての補助金のみを上げさせていただいております。これにつきまし

ては、４月早々に今、岩屋川の改修が始まっておりまして、そのことにつきまして、その部分の

予算を計上させていただいたというふうなことでございまして、残りの明石香河線、岩屋川の岩

屋川線、あるいは石川上山田線につきましては６月の予算で計上させていただきたいというふう

な思いで今回、６月でも十分工事の方は間に合うというふうなことで、そういった予算の計上を

させていただいたということで、ご理解いただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 岩屋川線ということでございますが、一般の町道の、いわゆる舗装がかなり傷ん

でおるというのも路線によっては、いろいろとあるようでございますが、こういったことの舗装

のし直しでありますとか、そういったことの計画はお持ちではないですか。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。

３月の補正予算できめ臨交の中で２２年度要望分を既に３月の補正で計上させていただいてお

ります。そういうふうなことできめ臨交の中で、今までできなかった、そういった道路の分だと

か、あるいは河川の分だとか、そういった予算を３月補正で計上しております。よろしくお願い

します。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） では、次の２５ページに入らせていただきまして、社会福祉協議会に対する社会

福祉補助金ですが、この項目のことしで京都府から１９５万円ですか、昨年までは職員の設置費

という形でおったようでございますが、ことしからゼロになっておるというような形で、以前か

らお聞きしておったわけでございますが、社協への対応という形で何らかの自立される。別途、

社協としての収入確保で望んでほしいという町長のご答弁、課長のご答弁、お聞きしてたわけで

ございますが、いわゆる１９５万円の半額でも、そういった社協に対する補てんというような形

のことは今後、６月補正でも考えられないものかと、お尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ただいまの議員さんのご質問の社会福祉協議会の補助金等についてのご質問です

けれども、昨年までは社協活動専任職員設置補助金ということが京都府の補助金としまして

１９５万９，０００円入っておりました。それが２２年度の当初予算ではゼロということになっ

ておりますけれども、これがゼロだから社会福祉協議会の方について、その分、全く支出しない

ということはございません。今まで言ってますように社協と町とは福祉の両輪ということを言っ
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ておりまして、必要な費用につきましては、極力、町の方ができる限り支援をしておりますので

補助金がなくなったから、その分ぶちっと切ってしまうということはございませんので、そのあ

たりはご理解いただきたいというように思います。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） 時間をとりまして申しわけありませんでした。スクールガードリーダーの関

係でございます。歳出については２５３ページをお開きください。教育振興費の一般経費という

ことで謝礼、報償費謝礼５３万２，０００円を上げております。この分についてが、スクールガ

ードリーダーの関係でございます。

それから、８，０００円ほど保険料、それから消耗品等がありまして、事業費については、全

体の事業費が５４万円でございます。それに伴いまして収入の方の部分について、ご説明申し上

げます。２７ページをお開きください。教育総務費補助金ということで、地域ぐるみ学校安全体

制整備推進事業費補助金ということで３６万円の補助金をいただく予定でございます。これは

３分の２の府の補助金ということでございます。事業費が５４万円、３分の２の３６万円の補助

金でございます。内容については、スクールガードリーダーということで、警察官ＯＢの方をお

願いしまして、従来から京都府の方で与謝野町の町内の学校の方の登下校の見守りをしていただ

いておりました。２２年度から市町村が事業主体ということで、府の方から補助金をいただくと

いうことで、このスクールガードリーダー事業に取り組むということでございます。２２年度に

ついては、約１００日程度の見守りをしていただくという予定でございます。全部の学校を毎日

というわけにはいきませんが、約３日に１回程度は見守りということで、お願いをする予定の事

業でございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 先ほどの社協に対する補助という形のことにつきまして、課長の方から、そうい

った、全く無視するというようなことでないというようなお返事をいただきましたので、できた

ら本当に、高齢化時代になっておりますだけに、一つのことでも繰り返し、繰り返し、説明しな

ければならない非常に手間のかかる分野の作業になっていただいておる団体でありますだけに、

できたら、できるだけのお願いをしたいというふうに思っております。

それから、今の教育課長のお話で、確かに、いわゆる都会ばかりでなしに、田舎の方もいろい

ろな登下校につきましての子供さんに対する悪しき行為というんですか、そういったことも目に

ついておりますだけに、非常に以前と違った社会環境になっていますだけに、そういったことも

必要なことになってきておると思いますけれども、私の近所でも、いわゆる高齢といいますか、

シルバーというんですか、いわゆるボランティアで下校の見守り隊というのが市場小学校なんか

もお世話になっておるようでございますが、こういった方々は何もないということでございます

か。一つ、その辺のことが、この警察ＯＢの人には特段の、そういうフォローをされてというよ

うな、見られるんですが、見守り隊に対する方々の何かの対応が、別に考えておられるのかなと、

その辺、ちょっとお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） そのスクールガードリーダーということで謝金の方はお支払いするんですが、

各学校でシルバーの方や、それから保護者の方を中心で見守り隊をお願いしております。本当に
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お忙しい中、子供たちのために、そういった活動をしていただきますことを本当にありがたく思

っております。ただし、謝金の方は一応、なしということで、本当にボランティアでお願いをし

ておるということでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） ちょっと私が拝見しますところによりますと、例えばジャンバーのようなもので

もですね、やはり一つのそういう見守り隊の方々にでも羽織っていただくような、そういうよう

なものでもなされてはどうかなと思っておるんですが、その辺のことにつきましては、ご検討さ

れるようなことでも、今後のこととして、されたらどうかと思いますけれども。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） ジャンバーといいますと、経費がまた、かかりますし、例えば今ある腕章を

活用して、そこにいろいろな工夫をして見守り隊とかいうことも、今後、考えられるというふう

に思います。

議 長（森本敏軌） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 補足させていただきます。先ほど警察官のＯＢには報酬が出てというお話だった

んですけれども、いわゆるスクールリーダーというのは単に子供の登下校を見守っておるだけで

はございません。学校周辺のパトロール、そしてまた、学校とも連携し、そして、アドバイスを

いただくとか、そうしたものです。いわば本来、警察官の日常のパトロール業務の範疇に入るわ

けでございますけれども、それが特に、きめ細かにするためには人手不足ということで警察官の

ＯＢに、警察の方が依頼しているという形でございます。その意味で、いわば本来、警察官が日

常的に行わなければならないパトロールを、より子供たち、学校等に限定して強化していくとい

うねらいであろうかと、そのように理解しておるところでございます。以上でございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） それでは、次に３１ページの一番下の諸収入につきまして、お尋ねしたいと思い

ます。この延滞金、諸税延滞金という形で、科目取りで１，０００円の予算化をしていただいて

おるようでございます。昨年の平成２０年度の決算書を見ますと、この諸税延滞金が

８，５００円、それから延滞金として６，６７０円、合計平成２０年度決算では１万

５，１７０円の入金があるようでございます。それから、その前の平成１９年度には２０万

５，２００円ほど、平成１８年には４万９，２７２円というように延滞金が入っておるようでご

ざいます。私がお尋ねしたいのは、この予算のことでなはしに、延滞金についての考え方という

んですが、いわゆる科目取りで１，０００円はいいんですが、かなり皆さん、ご案内のように、

税の滞納なんかをなさっておる金額が膨大な金額になっておりまして、こういった延滞金をつけ

られて請求をなされた方の中で、こうして納めていただく方もあり、また、全然納めていただけ

ないという方もあるかと思って、決算書の中から、そういう数字を見て感じたわけなんですが、

この不公平感ですね、こういったことについての対応をどのようにされるおつもりなのか、ちょ

っとその辺をお伺いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。

先ほど議員さん、ご指摘のとおり延滞金、滞納者には延滞金をつけて、これだけ残っておりま
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すということでさせていただきます。基本的には本税を主にしておりましたので、延滞金までい

かないというのがほとんどでございます。それから、今後につきましては、今、税機構動いてお

ります。４月から本格的稼働になります。それで基本的な考えといたしましては延滞金をつけて

請求するということになります。それで、もらえる、らえないについては、まだ、わかりません

が、基本としては延滞金もとっていくと、つけてとっていくと、通常の徴収の仕方をするという

ことで、すべて滞納者に延滞金がかかれば、それを請求するということでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） ぜひ、そのように努力をお願いしたいと思います。高齢の方なんかのお話を聞き

ますと、わずかの年金の中から一生懸命、無理してというんですか、都合をつけて払っておるの

に、払っておられない数字がたくさんあるという方については、非常に矛盾を感じるというよう

なお言葉もいただいておりますし、いわゆる公平であるような形でなりますようにお願いしたい

と思います。

それから、３３ページの中ほどの諸収入の商工費貸付金元利収入ですね、中小企業資金融資貸

付金元利収入という中で、商工業者資金融資貸付金元金とあるんですが、１億２，２００万円、

この詳しく中身というんですか、ちょっとお聞きしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

中小企業融資関係にかかります貸付金元利収入でございますけれども、機業経営育成支援貸付

金につきましては、旧加悦町におきまして、いわゆる機業さんの物品購入等にかかわります貸付

金を町独自で制度化されまして貸し付けをされたものでございまして、そこにかかわります、い

わゆる残り残金ですかが、２２年３月段階での入りが入ってくる金額を、ここに掲げさせていた

だいたということでございます。

それから、商工業者の資金融資、貸付金の１億２，２００万円につきましては、与謝野町にお

きましても、また、旧３町におきましても制度融資を設けておりまして、現在、それにかかりま

す融資残が残っております。５分の１ルールということで、それぞれ各金融機関に融資残がござ

いまして、その部分につきまして担保を設定する形で預託金という形で１年間の担保を設定させ

ていただいているという金額でございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 預託金ということであれば、また、返ってくるんですね、はい、わかりました。

次に、３５ページの給食費のことでちょっとお尋ねいたします。実費徴収金が９，０５１万円

ということで予算化されておりますけれども、昨年は９，３５１万円というので、予算書を見ま

すとなっておったようでございますが、この減額になっています内容につきまして、ご答弁がお

願いしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） 小林議員さんが、今、ご質問の給食費の現年度分の予算上での減額ということで

ございますが、これは児童・生徒数の減少によるものでございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 以前に、たしかお聞きしたときに、平成２１年度より月額、何か４００円アップ
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をしたいとかいうようなことをお聞きしたんですが、そういうアップになっておれば、多少子供

さんの数が減っても大変わりせんのやないかという思いがするんですが、給食費をアップされた

わけですか。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） 給食費の関係でございますが、補正予算のときにも一定のご説明をさせていただ

いておると思いますが、平成２１年度から月額４００円引き上げをさせていただきまして、例え

ば、小学校ですと３，９００円だったものが４００円アップをさせていただきまして、月額

４，３００円という金額でございます。

議 長（森本敏軌） 小林議員。

５ 番（小林庸夫） 私がちょっと頭の回転が悪いのかもわかりませんけれども、アップになっておる

のであれば、減額になる形のことは。平成２１年４月から上がったわけですか、そうですか、は

い、わかりました。

それでは、時間ございますけれども、調べたのは、ここまででございますので、一応１回目は、

ここで終わります。ありがとうございました。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、２２年度の一般会計の当初予算について、質問いたします。１回目は

地域協議会を中心に町長に質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。

一般質問の中でも区の取り組みとして、いわゆる行政の方から人材の支援や資金の支援等々が

やはりもっとして、そして、地域の自立的な取り組みを進めていくことが必要ではないかという

質問を上山議員がされました。まさに、私もそのとおりだと思ってまして、地域協議会は、いろ

いろな形態がありますので、例えば、区が進めているところでは、まさにそれが地域協議会とい

う形で進められているというふうに思っています。まだ、今田議員が今、命の里事業や水と緑と

か、中山間とか、いろいろな組織がつくられて、いわば非常に重なったところの事業を、いろい

ろな組織でやっているという話がありました。まさに、この地域協議会の必要性というのは、本

来、区であれば、自分たちで考えてするのだから、そういうことは起こらないはずなんですが、

行政との関係の中で、行政の縦割りの事業を区が受けいく中で、同じような事業を、いろいろな

組織つくってやっているという実態があって、その辺が非常に地域の力をふやす意味でも、これ

以上進めるのが困難という、そういう現状があると、これは今田議員が言われた問題だけではな

くて、例えば、青少年の健全育成なんかでも同じようなことが起こっているわけですね。だから、

そういう行政の目線から事業を地域におろしていくのではなくて、地域の中で、自分たちが必要

なところをどんどん取り組むということができる組織が必要だということで、地域協議会という

のが全国的も進んでいます。例えば、いろいろと物議を醸しています名古市長の河村さんですね。

名古屋市でも市内２６０に分けた地域すべてに地域委員会をつくると、そこに将来的には各委員

会に１億円ぐらいの予算を扱うようにして、そして、選挙等々で権限も与えて、そして、独立し

た、そういう自治区としての取り組みをしてもらうんだという、そういうことを朝日新聞の中で

も述べておられるわけですね。だから、まさに地域の中で行政の事業に住民が参加する、そうい

う住民参加のまちづくりは、どういう仕組みにすればいいかということが問われているわけで、
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そういう目線が必要だというふうに思っています。そういう観点から質問をさせていただきます

ので、よろしくお願いします。

まず、先ほどありました、いろいろな組織で今の農業のことがやられているという問題を取り

上げます。農林課長に質問しますが、いわゆる里力再生アクションプランに基づいた、命の里事

業ですね、これの内容について、まず、お聞きします。これの組織形態はどういうふうになって

いるのか。それから、事業としては、どういうことを求められているのか。いわゆる現状と課題

ですね、そこから、どういう事業をやろうとされておるのか、そういう問題については現状で、

どのようになっておるのか。２２年度の予算では、どこまで事業が進められるのか、そして、全

体としては、どういうふうに今後、事業が進んでいくのか、将来的な、いわゆるこの期間が終わ

れば、それで終わりということなのか、継続されるのか、その辺についてお聞きします。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

議員、ご指摘のように平成２１年度の年度途中からでございましたけれども、滝、金屋地域連

合組織を立ち上げていただきまして、京都府の補助事業でございます、命の里事業に取り組んで

いただいております。このまず、連合組織の構成ですけれども、構成員としては滝区民、金屋区

民、両方の区民全員を構成員という位置づけをいたしております。役員さんには、その地域の中

からお１人代表者を出していただきまして、お世話になっております。また、その組織の副代表

には、農事組合の、当時の組合長さん、並びに農地、水、環境保全向上対策の組織の代表者の方

にお入りをいただいているというようなことでございます。

それから、集落担当として、それぞれ金屋区長さん、滝区長さんにお入りをいただき、そのほ

か会計責任者、それから、会計監査、それに事務局というような形で構成をしていただいており

ます。この連合組織におきましては、平成２１年度に、まず、ソフト事業に取り組んでいただい

ております。これは事業費を１５０万円見込みまして、これでいろいろな研修会、それから視察、

あるいは有害鳥獣対策の事業、あるいはリンゴ祭りに協賛をしていただきまして、グランドゴル

フ大会の開催、こういったもの等に取り組んでいただいております。また、区の花、いわゆるア

ジサイですとか、桜なりツバキ、こういったものを地域にもっと広めていく活動にも使っていた

だくというようなことで、まず、一つは、そういった両区が連携してソフト事業に取り組んでい

ただいて、きずなを深めていくということが一つございます。

それから、もう一つは営農基盤の整備ということで、地区内の営農基盤の強化ということから、

営農用の機械の購入に対する補助をさせていただいております。これは地区内のみならず、例え

ば、加悦地域、加悦地区、加悦区内ですね、加悦区農事組合さん、区域内等にも、なかなか担い

手がいないということから空白地になっておりますので、そちらの方にも応援に回るというよう

な意味も含めまして、営農用機械の補助をさせていただいて取り組んでいただいております。

それから、三つ目には、両区内の農道、水路等の改良工事、特に農道の舗装関係を中心に地域

からご要望を拾い出しまして、それを取り組ませていただいております。これを基本的に平成

２２年度も継続していくということでございます。基本的にソフト事業の１５０万円の事業につ

きましては３年間を継続していただくということでございますし、あとの営農基盤整備、それか

ら、農道や水路等の集落基盤につきましては、これは年度ごとの対応ということになっておりま
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す。ことに京都府におかれましても、知事選を控えられた骨格予算ということがございまして、

平成２２年度については、当町も当初予算には上げさせていただいておりませんけれども、年度

途中の補正によって、そういった予算も計上させていただいて、継続して進めていただきたいと

いうように考えているところでございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今、説明がありましたが、このいただいておる資料では、基本方向として将来的

に地域組織、法人ですね、こういうものを立ち上げていって、そして、地域の、いわゆる農業関

係だけではなくて、地域の生活環境も含めて整備をしていく、こういうふうなことが打ち出され

ているわけですね。そして、その地域の生活環境等々含めて課題として出されているのは、産業

や雇用、そして、人材、そして、交通、医療、福祉、教育、情報、防災、こういう地域の全体的

な課題に取り組む、いわゆる地域の再生ですね、これを表面に掲げて農林の関係からの事業です

けれども、地域の農業だけではなくて、全体の事業に取り組んでいくということが打ち出されて

います。その今は新しくつくられた会の役員の説明がありましたが、この地域連携組織、地域法

人という将来的な、先ほど言いました組織を立ち上げる中で言えば、先ほどありました区も、そ

の中の区長が代表として一員に入っていますし、そして、住民全員が参加すると、そして、役員

中心に「里の仕掛け人」という民間の人材が動いていくと。一方では行政組織ですね、こちらも

入っていくと、行政の職員が里の仕事人という、こういう名前で、その組織と連携して入ってい

って、そして、今、言ったようなことが実現するように行政としての連絡や調整を進めていくと、

こういう形で進めようとされているんですね。ですから、簡単に言えば、これは今まで言ってき

た地域協議会そのものだというふうに思えるんですね。まさに、その地域のいろいろな課題を解

決していく、そのための一つの組織を農業関係からではありますが、つくって、将来的に継続で

きるような形を目指して、できるかどうかはわからないわけですが、目指して取り組んでいく。

そこに行政も人や予算も入れていく。こういう形になっているわけですから、まさに、そういう

地域協議会的な取り組みに近いのではないかというふうに思っています。

問題はですね、こういう組織が実際に機能を始めますと、やはり今は農業関係中心ですから、

農業の分野に中心があって、役員の方も農業中心の方になっていますが、こういう課題を本当に

実現しようと思うと、今、もちろん金屋、滝で連携してするかどうかというのが別の問題があり

ますけれども、その区の中、あるいは連携の区の中で、ほかの課題に取り組んでおられる人材、

この方々が、そこに入っていって、そして、一緒にやっていくという、こういう組織になってい

くことによって、さらに本当の地域再生の力が発揮できるだろうというふうに思うんですね。だ

から、今まで新しい町ができて、区との関係で、新しい町としての出発を目指して、区との関係

を、調整を一生懸命努力されてきました。そのことはもちろん大事でし、区が自治区としてコミ

ュニティの中心として役割を担う、これはもちろん大事です。問題は、そのことだけではなくて、

こういう形で行政の方から、いわゆる事業として、その地域に必要な事業として、こういうこと

を取り組んでいただきたいということが、ほかの分野でも、いろいろ出てきているし、これから

も出てきます。そういう中で、いわゆる、それがすべて区がやっていくということができるのか

どうか、そして、区がやろということであれば、区の中で、それにふさわしい体制を持ってやら

れるでしょうし、区だけではなくて、こういう形で、ほかの人材もひっくるめてやろうというと
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ころにとっては、区の区長さんも入りながら、そういう人材の方が一緒になって、中心になって

組織をつくられるでしょうし、そういう方向に進んでいくことが、いわゆる行政の仕事に住民が

参加していただける、住民がまちづくりを進めていく主役になっていく、そういう意味では、さ

らに与謝野町を前に進めていく確かな力になっていくんではないかと思っていますが、町長は、

そういう点について、こういう事業等々を含めて指摘した問題について、どのようにお考えか、

お聞きします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 一つの、住民の方が参画していただく一つの取りかかりとして、今の事業等が進

められる。その中で、それがだんだんと大きくなっていくんだろうというふうに思いますし、そ

ういうやり方には、やはりまず、初めに、そういう住民の方が、やろうという気持ちがあること

と、それに対して一定の支援をしていく、財政的な支援もそうですし、人材的な支援もそうだと

いうふうに思います。地域協議会そのものが、地域協議会という名前で呼ぶのがいいのかどうか

も含めて、私自身も、少し考えるといいますか、そういうことが必要かなというふうにも思って

おります。例えば、いつでもいろいろと出てくるんですけれども、岩屋区が福祉の里を取り組ま

れました。あれは障害者の施設や老人の施設があることによって、その地域の雇用も生まれる。

あるいは、そういう方を受け入れるという中で、区の一つの団結といいますか、そうしたものが

生まれてくる。それを中心に今、防災のため、あるいは福祉的な見守り隊といいますか、そうい

うための岩屋サポートというのが生まれてきている。まさしくはこれは一つの施設を核にした中

でのいろいろな取り組みが自然発生的に生まれてきているというふうに思いますし、そのことに

ついて、何ら否定することもない。むしろそういう住民の方が直接、参画して、その地域を盛り

上げていこう、いろいろな知恵を出しながらやっていこうという、そういうことに対して、当然、

町としてもいろいろなアドバイスや、あるいは、そのお力をかす名簿をつくるときにも、なかな

か名簿を出すということはできないけれども、民生委員さんの助けを借りたりしながら、その地

域の状況を把握して、その上で防災のときのお年寄りを安全なところへ運ぶ人を割り振りして、

安否を尋ねる方の割り振りをして、日常の生活の中から、そういうものでサポートしていくとい

う形が自然発生と言ったらおかしいですけれども、住民の方たちから生まれてきているというこ

とで、そうした目というのは、そこに限らず、加悦奥でもそうですし、また、ほかの地域であっ

ても、いろいろな形で生まれつつあるんでないかなというふうに思っております。

そういうきっかけづくりといいますか、今後、例えば加悦のちりめん街道でもそうですけれど

も、今まで、そこの保存会、守り育てていく保存会のようなところが、一つの力となって、あの

地域を何とかしていこうという、そういう思いがありまして、それが継続していくためには、や

はり、その中でいろいろな問題については、町の方もお互いに力を合わせながらやっていく、奥

滝のツバキもそうだと思いますけれども、そういう自発的な動きというのは、それぞれの地域に

あろうかと思いますし、それが強制的にやんなさい、やんなさいということではなしに、何かの

一つのことをきっかけに、そういう住民の方が直接参画して、やっていこうという、そういう意

識づけができてくるんだろうというふうに思っております。

ですから、そういう意味では今、その前段に区の組織そのものも弱体化しているというのが現

実でございますので、町としては自治区であります、そうした町との、区との関係を、もう少し
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連携できるような体制に持っていく中で、それぞれの地域の課題が生まれてくるというふうに思

いまして、それらについて、町がどういうふうにサポートしていくかという、そのプロセスを経

ていかなければ、なかなか取り組むのは難しいかなというふうに思っております。しかし、何も

しないで、そこから何も生まれませんので、それらについては一つの地区でも、いろいろ担当課

がかかわる中で、そうしたものが生まれてくるんだろうと思いますけれども、住民の方たちが何

かを起こそうとされているときには、町としては精いっぱいの協力はさせていただきたいという

ふうに思っておりますし、そういうことが、一つのきっかけになって地域が活性化していくんだ

ろうというふうに思っております。

今までにも、いろいろと取り組まれたものが、なかなか継続をしていかないところに、その難

しさがあるんで、それらについては、やはりも一度てこ入れをするなんて言ったらちょっとおか

しいですけれども、やはりそれらのところについては、もう一度、区単位であったり、いろいろ

な形があると思いますので、地区単位であったり、あるいは、それらを飛び越えた一つの目的を

持った団体といいますか、例えば、ＮＰＯの丹後の自然を守る会というのは、全体の町域を越え

たような運動ですから、いろいろな形があると思いますので、それらの住民の人が１人でも参画

していただけるような仕組みづくりに、町も協力はしていきたいと、そういう姿勢は必要だと思

いますし、そういう視点で協力がさせていただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 言われたとおりだというふうに思うんですね。名称も先ほど言いました、名古屋

では地域委員会というふうに言われているわけですね。だから、名称は、その町、あるいは地域

によって、やはり自分たちでね、考えられるということはもちろんいいと思います。今、言われ

たように、大事なのは、やはり一つは継続できる体制、組織にするという、まさにそのとおりな

んですね。そのためには職員も入り、予算もつけ、権限が与えられるということが、やはり継続

するためには必要だろうと、まさにＮＰＯというのは、そういう意味で国の法律で法人格が持て

るような、そういう権限が与えられる、そういう形でつくられているわけですね。こういう地域

の自治組織についても、まさにそうだろうと思います。それで、この命の里事業についてお聞き

しますが、今、言った職員のあり方、かかわり方について農林課長に質問しますが、先ほど言い

ましたように、職員の方が、いわゆる里の仕事人としてかかわるということになっているわけで

すけれども、いろいろな行政の事業を受けますと、とにかく書類をいっぱいつくらんなんと、要

するに、こういうのをつくってくださいというのが、行政から来て、それを受ける団体が一生懸

命書いて出すわけですね。こういうかかわり方ではなくて、職員が、その組織の中に入ってきて、

一緒にそういう仕事をしていただけるような、そういうかかわり方がないと、なかなか住民だけ

で、これだけの事業をやっていくというのは、大変だと思うんですね。今は、そういう形で進め

られているのかどうか。職員が外におって相談は受けますというふうなことなのか。その辺にい

てはどういう形で進められていますか。農林課長に質問します。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

現状ですけれども、滝、金屋連合組織で、このような新たな取り組みをしていただくに当たり

まして、やはり事務局的な人材というものが当然、必要になるというところでございます。年度
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途中から出発をいたしましたので、地域の中から日常的な事務をとっていただく方を出してやっ

ていただくということはなかなかできにくいということもございまして、現状としては、この命

の里事業の担当者が農林課に２名、ソフト部分とハード部分、１人ずつ対応させていただいてお

りますけれども、たまたま、その１人が同じ地域の職員でもございましたので、仕事上でも、も

ちろん担当させていただき、また、地域の中でも事務的なお手伝いをさせていただいているとい

うところで進めてきております。

京都府の方も、今、野村議員、ご指摘のとおり、まさに、その地域の中に入って運営なり、事

務なりをつかさどるという、そういうところが非常に大事だということは、同様の考え方をして

いただいておりまして、平成２２年度からメニューとしては、行政職員、あるいは民間人の、い

わゆる人的支援というものを連携組織の中に入ってやっていただく、そういったメニューも用意

されているところでございます。

行政職員は京都府の職員を想定しておられます。また、民間人というのは、いろいろなノウハ

ウを持っておられる方を対象と考えておられます。これを、この地域、滝、金屋連合組織に、こ

のような形で人的支援を受けるかどうかについては、これは行政内部はもちろん、地域の役員さ

ん方等とも十分協議をさせていただきまして、決めていかなければならないというふうに思って

おりますので、現在のところ、どのような方向になるかは決めておりませんけれども、ご指摘の

ような考え方というのは、この命の里事業の中にメニューとして設けられているということは言

えるのではないかと思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） もう１点はですね、この期間が３カ年という形で、先ほどありましたが、最初に

言いましたように、これは３カ年で終わるような事業ではないと思うんですね。だから、本当に

継続して、こういう事業こそ継続して、そして取り組む、息の長い焦らない取り組みが必要だろ

うというふうに思っています。そういう意味では行政が、こういうものに対して、継続して、人

材もそうですし、予算もつけていく必要があるというふうに思っています。そういうお考えがあ

るのかどうか、それと関係して、地域振興基金ですね、まさに、そのために、この地域振興基金

はあるのではないかというふうに思っています。これは２億円、補正で入りまして、今、残高が

幾らで、使えるお金は、そのうちの一部だと思われましたが、使えるお金は幾らあるのか、その

点は企画財政課長に質問します。継続的な支援をするお考えについて、町長に質問します。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。一応、地域振興基金の積立金につきましては、２１年

度末で９億１，８２５万円程度になると見込んでおります。この９億円につきましては、先日の

補正で広域からの返還金を２億１，０００万円ですか、積み立てます。その部分も含んだもので

ございます。したがいまして、使おうと思えば、今、平成１８年度から合併をいたしまして、地

域振興基金を積み立ててきたわけでございますが、その部分について、元金償還をしたのが約

３，０００万円程度ございます。そして、広域の部分については借金はございませんので、使お

うと思えば使えるということで２億４，０００万円から２億５，０００万円程度は地域振興に資

する事業だというふうに皆さんが解釈し、賛同が得られるならば使えないことはないということ

でございます。
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議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 今すぐ、それを継続してやっていくという結論も持っておりませんけれども、今

後については、それらのことも考えていく必要があろうかなというふうには考えております。た

だ、それのためには、ある程度のこちらの、どういう形で、どう進めていくか、また、それに、

いろいろな地域があるわけでございますので、その地域ごとの、また、いろいろな要望といいま

すか、単なる何かをつくるだとか、何かをやるだとかいうだけの話でなしに、やはり一定の、そ

ういう趣旨だとか、目標だとか、そういうものを掲げる中での活性化に向けての、そういうある

程度の考え方をまとめたルールといいますか、そうしたものも必要にはなってくるのではないか

なというふうに思いますし、それらも含めて、今後、研究させていただきたいというふうに思い

ます。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） すみません。先ほどの答弁を訂正させていただきます。

元金償還で３，０００万円程度と申し上げましたが、正確には２，０９０万円の元金の償還を

しておるということでございますので、広域の２億１，０００万円と２，０９０万円でございま

すので、約２億３，０００万円程度ということでご訂正をさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 先ほど、町長が言われましたように、まさにこういう組織こそ継続というのが大

事で、その期間が終わればなくなってしまうような、そういうふうな取り組みでは、せっかく住

民が、これだけ汗をかいて進められたことが、非常に効果が薄くなってしまうだろうというふう

に思いますし、そういう観点で、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。これは、

この滝、金屋地域連合組織、命の里事業を受けられてつくられた組織だけではなくて、当然、そ

れが区でもいいわけですね。その区が、こういう同じような地域課題すべてに対して、地域再生

という形で、区として取り組むということであれば、これは同じことだろうと思いますし、今、

言われた、そういうルールが必要だろうと、これから住民の方が一生懸命、こういう形で地域の

再生にみずから汗をかこうというときに、それが直ちに実現できるような組織がつくれるような

体制、ルールを、町が準備しているということが、それを促進するだろうというふうに思ってい

ます。それを早急に進めていただく必要があると思いますが、その点を再度お聞きをいたします。

それに必要な財源も、まさに合併すれば、やはり規模が大きくなって、中心部は栄えるけれど

も、周辺部は衰退すると、そういう危惧から全体を取り組めるように財源的に、この地域振興基

金、これが盛り込まれているだろうと思っていますので、まさに予算的にも、これが使える、今

でも２億２，０００万円が使える。将来的には、さらに、どんどんこれが膨れ上がっていくわけ

ですから、そのための予算も既に確保されていると思いますので、その辺を含めて、新しい町の

取り組みとして、ぜひ柱を立てて取り組んでいく必要があると思いますが、いがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほども申し上げましたけれども、それらについて今後、どういう体制で、また、

どういうルールづくりをするのか含めて、早急にとおっしゃいましたけれども、少し時間をいた

だきながら、ある程度の形をつくっていく努力をさせていただきたいと思います。

１ 番（野村生八） 終わります。



－302－

議 長（森本敏軌） ここで休憩します。

１０時５５分再開します。

（休憩 午前１０時３７分）

（再開 午前１０時５５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、平成２２年度の当初予算の質疑を続行します。質疑ありませんか。

井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、一般会計についての質問をちょっと簡単にやらせていただきます。

今回は骨格予算ということで、後で６月で肉づけをするということなんですけれども、基本的

な部分で、いわゆる一つは滞納対策、税収の滞納の部分について対策、といいますのは２０年度

の決算のときにも監査委員さんの方から指摘事項として出ております。それで今後、どうするか

というのは、それこそ現年度分については、どういう機構ができようとも、我が町において対策

を講じなければならないということだろうというふうに思っております。こういう厳しい社会情

勢の中で、ますます厳しくなるであろういうことが予測されるわけですね。そこで、今回の予算

の中に入っておるのか、入っておらないのかは、わからんのですけれども、どういうような形態

で、どこまで予算をつけながら、その対策を講じようとされておるのか、ただ、無策のままで

平々凡々と、これまでどおりやられるのか、そういうことがあってはならないという意味で質問

をさせていただきます。

何か対策を、こういう格好で２２年度については対策を講じるんだということがあれば、お聞

かせ願いたいというふうに思います。

どなたでも結構です。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。

特別の対策というものは、今年度においてはしておりません。滞納整理という形で新しく税機

構が発足して、そこに職員が２名派遣されることにより、今まで以上に徴収を上げていくという

形をとります。それから、残りました部分につきましては、それで終わりだということなく、今

まで以上に頑張ってとっていく、職員、人員については増にはならないと思いますが、残された

者で､今までの分をフォローしていくように頑張っていくという所存でございます。以上でござ

います。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） ただいま税務課長から、町税の関係につきましては、お答えをさせていただきま

した。滞納整理は税金以外の分はもちろんございますので、ほかの分野について申し上げたいと

思います。先ほど、小林議員から延滞金の関係で税金については、こういった厳しいご時世の中

で少ない年金の中からまじめにやりくりして納期内に払っている人と、そうでない人については、

差をつけてといいますか、延滞金を徴収する等、公平な取り扱いをするようにというお話がござ

いました。税金以外の関係について申し上げますと、結論から申し上げますと２２年度で滞納対

策について特別の予算化はしておりません。昨年の議会で、私が申し上げましたように、例えば、

２１年度の中で簡易裁判所の書記官の方にお世話になりまして、公租公課といいますか、町が賦

課をいたします公共料金についての滞納整理の簡便な債権確保の方法について勉強会を行ったり
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はやりましたけれども、その後、具体的に滞納対策全般についての動きは、目に見えたものは特

にございません。そんな中で、例えば、今月に入りまして、個々の課におきましては、例えば、

先日も介護保険の関係で、福祉課の職員が個々の滞納者、この方にはだれが当たって、この３月

中、頑張って徴収に当たろうというようなことも決めて、個々の課で、ほかの課もそういった取

り組みを、この期間中、頑張ってすることだというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 税務課長が言われたように、滞納部分の整理については、私は今、聞いておるの

は現年度分の徴収をいかにするかということが滞納を減らすことであり、徴収率が上がることな

んですね、だから、例えば、この予算の中に、従来ですと９８％とか、９５％という目標が設定

されるわけですね。それではだめだということをずっと言ってきたわけですね。その数字が、こ

こにあらわれているのかどうかということ。また、監査委員さんの指摘というのは、そんな甘い

ものなんですか、監査委員さんは徴収努力を、厳しい状況を押して徴収努力を払っていただきた

いという監査委員さんからの指摘があるんですね。これを何ら２２年度の予算に反映されない。

方策が講じられない。こんなことでいいのかなと、努力はして、結果がどうあるかというのは別

の問題ですね。やはりそれなりの努力目標をつくって、これだけ努力しましたということを町民

に方々に知らせる必要があるんじゃないかなというふうに思っております。再度、答弁を求めま

す。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） 議員、ご指摘のとおりでございます。職員にいたしましても、目標が現在９８％

ということで、それをちょっと上回った、２０年度につきましては９７．８％ということで悪く

なりました。よその市町村に比べて徴収率も下の方ということで、いつもおしかりを受けており

ます。そういう分を含めまして、できるだけ自主財源確保のために、職員一丸となって頑張って

おります。そういう旨の目標が９８％と、最低限といったらおかしいですけれども、各課からも

９８％ラインというのを目標に頑張ってきたということで、今後につきましても、そのハードル

を高く持つのもいいと思いますが、現状を少しでも上げていくということで９８％という目標で

今現在いっておりますので、その点はご理解いただきたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） それでは、同じ質問を介護保険は後か、保育料、それから住宅の使用料、ここま

でお願いいたします。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 保育料の滞納対策でございます。保育料の滞納額も約１，０００万円という大き

な額になっております。そういったことで保育所に通っていただいている間は本人さん、ご家族

の方とお出会いする機会があるわけなんですが、卒園された場合については、出会う機会がない

ということでありますので、今年度につきましては、今まではお願い、お願いということでやっ

ておりましたけれども、やはり議員さん､ご指摘のとおり、現年度分の徴収は当然、努めていき

たいというように思いますし、今、卒園された方についても、これはお願いということでなしに、

若干一歩進んだ対策をとっていかなければならないかなというように思っております。今、ほか

の課とも調整をしながら、同じ歩調で保育料だけが突出して強制執行となるようなことはできま
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せんので、そのあたり十分検討しながら、何とか徴収につきましては努めていきたいというよう

に思っております。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 住宅の徴収の関係でございます。徴収につきまして、徴収方法についての予算と

いうものは計上させていただいておりません。しかし、従来につきましては住宅係を中心に滞納

の関係で徴収をさせていただいておりますけれども、今、思っておりますように、もう少し、例

えば建設課、全部、課を上げて、そういうふうな取り組みをさせていただきたいというふうに思

っております。議員がおっしゃいますように、滞納は、やはり減らしていこうと思いますと、や

はりその年度の収納率を上げていくというふうなことが確かに大切なことだろうというふうに思

っておりまして、その点について今後、十分に、そういったことに目を向けながら収納に強化し

ていきたいというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 先ほど言いましたように、大変経済状況が厳しい中、だから監査委員さんの指摘

でもきつい指摘はないんですね、努力をしていただきたいというようなことで、もう本当にむつ

かしいだろうなということが、この文章からも私は伺えるんじゃないかなというふうに思ってお

りますが、ただ、今、私が質問させていただきました中で、答弁の中で、具体策が何も出てこん

わけですね。最後に町長、２２年度、やはりこういう状態を続ける、従来どおりのパターンでい

くと、ますます滞納がふえていくのではないかなということが懸念されます。そういう中で、町

長としての心構えというのか、どういうような格好で職員に指示をしながらやっていこうと。ま

た、どういう組織でも立ち上げようというような考え方があればお聞かせを願いたいというふう

に思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 非常に、こういう経済状況の中で、厳しい状況であるということも十分理解して

おりますし、住民の方たちも昔ですと、昔ですとと言うと、あれですけれども、ある程度、横着

な形での滞納というのがありましたけれども、そういう中で例えば延滞金の１００円でも、期日

が来て、そして、それまでに払わなければ督促が発送されて１００円の、水道なんかでも

１００円の延滞金がとられると、そのことに対しても非常に払わないという意思ではなくて、自

分たちがお給料をもらえる日が、その後に､締め切られる、その後に入ってくると。それは同じ

一月の中でわずか数日、一日でもおくれたらそういう格好になってくることについても、非常に

敏感になって､住民の方がいろいろとおっしゃっております。もう少しあと１週間たてばお給料

が入る。そしたら払えるのに、非常に厳しい中での限られた会計の中での、家計の中でのやりく

りですので、そういうことでおっしゃる方もあります。それくらい皆さん、厳しい状況になって

いるんだというふうに思います。そういう意味では、それぞれの家の事情があって、もうそんな

延滞金を払わなくても、もう数日待ってくれれば納められるのにというようなこともあるんです

けれども、しかし、それはやはり一つのルールとして、この方はいい、この方はいいというわけ

にはいかない。そういう状況の中で町の職員も、それぞれ非常に苦しい思いをしながら頑張って

くれていると思っております。

そうした意味では、なかなかカンフル剤的な、そういう特効薬はないですけれども、一つ一つ、
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お一人お一人、やはり対応することによって、出会うことによって徴収をしていくという、そう

いう非常に大変な作業の積み重ねであるというふうに思います。そういう中で、具体的な策はと

言われますと、今までのやっている、みんなで徴収に行くというような形で税務課を中心に応援

していくという、そういう方法しか、今のところ考えられない状況でございます。そういうこと

も含めて、もう少し徴収率を上げるために一定の整理をしていかなければならない時期に来てい

るかと思います。そういう意味で、税機構で、お互いに事情があるでしょうけれども、そうした

ことをきちんと整理しながら対応していこうという形で、そういう機構を立ち上げたわけでござ

いますので、今ちょっとその過渡期でもあると思います。おっしゃるとおり現年度分を、滞納を

残さないように今、職員には努力するように、そういう形の指示をしているところでございます。

じゃあ具体策はと言われますと、今の時点でもち合わせていない。そういう今のところ職員の

努力に頼っているというところでございます。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） この税の問題、本当に大変だろうというふうに思うんです。ただ、いつも納付期

限がくると、うちのあたりは有線放送みたいなやつで、有線放送というのか、防災無線を使って

納付期限が何月何日に来ますとかいう放送があるわけですね、私は、あれは物すごい冷たいなと、

冷たいというのは、人間的に､役所的な考え方で放送されておるように思えてならんのです。確

かに、あれも一つの手段かもわかりませんけれども、あまりにも冷たいん違うかなと､何月何日

に納付期限です。忘れんように振り込みをちゃんと準備してくださいよというような、そういう

あたりだって、私はあれが本当に、心の通った政治になっておるのかなというようなことも、私

自身、これは見解の相違なり、個人のいろいろな考え方があろうと思うんで、一概には言えない

と思うんですけれども、そういうようなことも考えながら、また、納付の方法が変わった時点で、

あの納付の方法を変えることによって税務課の職員は時間がとれるから、前年度分については徴

収率がずっと上げれるんですというのが理由でした。だけど実際には前にも言いましたように、

あの納付の方法が変わったおかげで、かなり町民方々からの苦情というは、いまだにあります。

もう本当に払いにくいと、だから、町長が言われた、いわゆる延滞金の問題も、その辺に出てき

たり、いろんなところで、私は出てくるんではないかなと、そういう納付の方法だって、やはり

町民の方々と実際に厳しい、納税の厳しい中で納税されている方がいっぱいおいでます。そうい

う方々の意見を聞きながら、納付のしやすい方法を考えることだって、私は徴収率を上げる一つ

の方法というのか、町民の方々の協力を得られるために、どうするのがいいかというようなこと

だって考えていかなければならない時期ではないかなと、これだけ本当に厳しい中で、税金を喜

んで払うなんていう方は恐らく、与謝野町の中でもごくわずかな方であって、恐らくほとんどな

いのではないかなというふうに思います。そういう中で、いろいろな料金を払っていく、そのた

めには、やはり心の通った収納方法が必要ではないかなというふうに思っております。

これは私の意見として申し上げておきたいというふうに思います。参考にしていただけたら大

変ありがたいなというふうに思います。

次に、今回、骨格予算ということなんですけれども、私の思いの中では結局、骨格予算といえ

ども我が町の経常収支比率、いわゆる９５％、ということは９５％については、ほとんど必要経

費だという、言い方を変えれば一般的には必要経費だということは、あとの５％弱がやりくりの
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できるお金であるというふうに思っております。ということは骨格予算であっても９５％は、も

うこの中に入っておっても、実際には入ってないと思うんですけれども、入っておっても別に何

ら不自然ではないという予算づけだと思うんですが、そこで、これも監査委員さんの指摘の中で、

今後とも経常的物件費の抑制について努力されたいという指摘が２０年度の決算であります。こ

れについては、どの程度の縮小を､経費の縮減を目標として、この予算書がつくられておるのか、

お尋ねをいたします。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

与謝野町の経常収支比率が平成２０年度決算におきましてよ９４，８％という数字でございま

した。前年度より若干下がったという傾向でございます。経常的経費の節減について努力はさせ

ていただいております。相当削減はしておるわけでございますが、削減した分だけ、また、新た

な支出がふえるといったような状況でございまして、なかなか目に見えた効果があらわれてきて

いないというのが現状でございます。目標といたしましては、行政改革大綱によりまして、経常

収支比率を９０％まで落としていくと、こういう目標でございますので、その目標は忘れており

ません。それに向けて今後も努力していきたいというふうに思いますし、それから５年リースだ

とか、そういったものが終わりますと、すぐにまた、新しいものをというような考え方もあった

わけでございますが、もう少し持つものなら、もう少し待たせて、それらついても安く上げてい

こうというような考え方で臨んでおりまして、具体的に幾ら削減したという数字は現在、統計と

っておりませんけれども、また、平成２１年度決算が出ました段階で、そういった数字もまとめ

ていきたいというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 人件費等についても、そこそこ頑張っていただいておりますし、それから、公債

費についても、実際にはふえていく、ふやしながら何とか町民の生活を守っておるというような

部分も、十分も私自身も理解はいたしております。ただ、実際に、それかなら９４．８％にして

も、９５％にしても、その数字で甘んじていいのかというと、そうではないと。この間も新聞で、

全国の地方自治体の経常収支比率の平均値が、何か９１％ぐらいですか。何か出ておったんじゃ

ないかなというふうに、私もうろ覚えで申しわけないんですけれども、そんな数字も見たことが

あります。従来はやはり７５％ぐらいが妥当だとかいうて言われておりましたけれども、その数

字については、特別の地方自治体を除いて、あとは夢物語かなというふうに、私自身も感じてお

りますし。ただ、できればやはり９０％、今、財政課長言われたように９０％ぐらいは何とか持

っていく方法はないのだろうかなと、そうしなければ、やはり安定した地方自治体の財政にはな

らないん違うかなというようなことで、危惧を、私自身はしておるわけです。それで、こういう

質問をさせていただいたんですけれども、それで、今回について、その２１年度の決算は別にし

て、２２年度の、この中には、この中というのか、今後の６月補正も含めて、この分については、

せめて１％でも２％でも、去年も１％ほど、２０年度も１％下がったわけですね。だから、それ

を下げる努力、だから、いわゆる物件費、経常的物件費について、こういうものを何とかカット

ができるんやないかなと、これはやらなければならないん違うかなというような、これも私、そ

っきも言いましたように監査委員さんの見方の中でも、こういう指摘が出ておるということは、
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まだ、カットをできる可能性があるということも踏まえて、私は、こういう指摘をされておるん

やないかなというふうに思っております。できないことをやれと監査委員さん、言われません。

できるという見方をされて、こういう指摘をされておるんだと思いますので、先ほど企画区財政

課長の答弁で、今回については、まだ入っていないということでは、やはり私は監査委員さんの

指摘を、どういうふうに受けとめておられるのかということになってくるので、その辺のところ

を再度、企画財政課長でも町長からでも結構です。答弁を求めたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

経常収支比率、経常的経費の削減をどのようにしてやっていくかといいますと、経常的経費と

いうことで性質的に予算の分類でございますけれども、まず、人件費、それから物件費、維持補

修費、それから扶助費など、いろいろとございます。補助費等もございます。しかし、この時期

に補助費等、あるいは扶助費、福祉関係の予算でございます。こういったものを節減してまいり

ますと大きな混乱になるだろうというふうに思います。そうなってきますと、我々の努力で今、

可能であろうと思われるのが物件費でございます。ものを買ったり、それから、旅費があったり、

それから電気代があったり、そういったところでございますけれども、そういったものをいかに

知恵を絞って節減していくかと、その絞ったお金を住民福祉の方にも回していくと、こういうこ

とになろうかというふうに思います。

それから、公債費、借金返しですけれども、これも大きな経常収支比率を占めています。しか

しこれも、今後、それは努力していかないかんと思いますけれども、今回の場合は経済対策がご

ざいました。そういう意味で財政出動もいたしましたし、借金も多くさせていただきました。そ

の分、それを減らすということができなかったということはあります。物件費等で、これはさら

に努力をして、下げていく努力したいというふうに思っております。ただ、ここに主要財政指標

がございますが、これは、まだ平成１９年度決算までしか載っていないんですけれども、京都府

下の経常収支比率の平均が９５．５％ということになっておりまして、９４．８％まで落ちまし

たので、京都府平均よりは落ちてきたというふうに思います。それと私は思うんですけれども、

経常収支比率が今後どうなっていくかという問題につきましては、政権交代もあったわけでござ

います。その中で、今回の新しい政府の方針がコンクリートから人へというふうに変わってきて

いると、そうなりますと大きな箱物ですとか、そういった事業を抑えて、いわゆる人のための補

助金だとか、そういうふうに回されていくということであるならば、これは経常収支比率が上が

るというのは、これは必然的なことだろうというふうに思っております。今後の国の政策の動向

も見きわめながら、町として経常収支比率の削減に努力していきたいというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 井田議員。

９ 番（井田義之） 先ほど言いましたように、企画財政課長、京都府の平均ということを言われまし

たけれども、京都府は全国的に悪いんですね。だから、その数字に甘んじるというのは、いかが

なものかなというふうに思いますし、やはり各家庭と全く、私は一緒だろうと思うんです。経常

収支比率が９５％、９６％という数字に甘んじておったんでは家でも何もできないと、だから、

町でも全く一緒の状態が起きておるんやないかなというふうに思います。その辺のところを十分

判断をしながら、いい方向に持っていただきますようにお願いをいたしまして、質問を終わりま
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す。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 少しだけ質問をさせていただきます。今年度の２２年度の当初予算につきまして

は、選挙があるというふうなことであって、新規の施策だとか、あるいは政策的な経費は６月と

いうことでございますので、全体的な予算の規模というのは、まだ見えていないので、そこら辺

につきましては、また、６月にさせていただくとして、内容的に若干の疑義のところだけ質問を

させていただきたいというふうに思います。

まず、商工観光課長にお尋ねをいたします。２０９ページのクアハウスの予算が計上されてお

ります。クアハウスにつきましては、今年の４月１日から指定管理者制度が導入されまして、岐

阜県のドルフィンさんにお世話になるということになったわけであります。あと１０日余りした

ら指定管理者さんの手で運営されていくということでございますが、この引き継ぎの状況、ある

いは、その辺の雇用の状況等、内容的にドルフィンさんに引き継がれる内容等に、あるいは今後

の営業面で、もし今、把握されておることがありましたから、ひとつ知らせていただきたいなと

思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） それでは、お答えいたします。ご指摘のとおり４月１日、４月１日が木曜日

ということでございますので、４月２日から実質ドルフィンの手によりますオープニングという

形になります。その間で現在、それに向けて引き継ぎの準備をしております。細かいことを申し

上げますとたくさんありますけれども、引き継ぎ段階としては大きくは、やはりきょうまで町直

営でやっておりました、いろいろな物件関係の、いわゆる委託関係とか、そういう部分が、たく

さんあるわけですけれども、既存の企業さんとの継続契約で臨んでいただきたいということで、

もうほとんど１００％に近い状況の中で、そういう行為が成り立つ状況になっております。

それから、肝心の収入源に伴います、いろいろな共済組合だとか、学校共済組合とか、警察共

催だとか、そういう部分につきましても継続の形で準備を整えているところでございます。そう

いった感じで委託関係、契約関係につきましては、一つ一つ埋めていっている状況でございます。

体制でございますけれども、当初、ドルフィンが提案しておりました形で、ほぼ確定をしつつ

あるということでございまして、若干本部からのプロパーとして２名の派遣をということを考え

ておりましたけれども、会社側としましては、今回、正職員並びにパートアルバイト社員の中で

優秀な方もおられたというようなことで、本社から１名のプロパーの出向という形で、現在、そ

の方が､先ほど申し上げました内容を現場で詰めております。４月２日から、もう既に研修等に

も行っておりますが、正社員として４名、雇用をお願いできることになりました。その中の４名

につきましては、既存の臨時職員、４名おりますけれども１名は退職しますので、３名すべて雇

用を確保いただけるという形になりまして、研修会にも参加をいたしてもらっております。

それから、パートアルバイト社員が８名ということでございまして、この方も地元を中心とし

て８名のパートアルバイト社員として雇用をいただける形になっております。それから、清掃に

つきましては、従来の形のシルバー人材センターの方にお世話になりまして､清掃につきまして

は４名を確保していくただくという形になりました。あといろいろな教室がございます。自主事
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業としてやる事業がございますので、地域の中で、いわゆる体育関係も含めたインストラクター

の方につきましては、個々に現在、当たっておられまして、その方と個人的に契約をされるとい

う状況になっております。そのあたりがわかりましたら、全体が見えてるわけでございますけれ

ども、人的な配置も含めまして、そのような形で何とか４月２日にオープンができるように調整

をしております。なお、ご承知のとおりかと思いますが、既に案内させていただきましたけれど

も、３月２９日から４月１日まで、中の部分の引き継ぎも含めましてお休みをいただかなければ

ならないということにつきましては周知させていただいておりますが、この場をおかりましまし

て、ご迷惑かけますけれども、リニューアルに向けての調整ということでご理解がいただきたい

と思います。以上です。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） はい、大体わかりました。順調に引き継ぎも済んでおりますし、内容的にも、そ

れぞれ体制が整いつつあるというふうに理解したわけですけれども、再度、確認させていただく

んですが、既存の各企業さんといろいろな面で契約がございます。その辺については地元の方と

の契約については引き続き継続して契約されると、こういうふうな理解でよろしいのでしょうか。

それと社員につきましても、今の臨時職員を含めて地元雇用ということが図られたようでござ

いますので、その辺については大変ありがたいなというふうに思っております。シルバーさんも、

そのまま利用されるようでございますし、ただ、インストラクターについては、まだのようでご

ざいますけれども、この辺は、今後、ひとつ努力していただきまして、現在の、そういったイン

ストラクターがされておる事業も継続してお願いしたいなというふうに思います。

それと、ひとつ食堂の関係が１２月いっぱいですか、それで閉鎖されておりますけれども、こ

こら辺の食堂の関係については、どういうことに今なっておるのか、今後、これを、食堂も含め

てドルフィンさんの方で営業をされるような計画になっておるのかどうか、その辺もひとつわか

りましたら説明を願いたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。３階のレストランにつきましては、説明しませんでした

けれども、ここにつきましても一応４月２日オープンめがけて、現在、レストラン内部の計画を

進めていただいております。先ほどご指摘のございましたように、契約につきましては地元とい

うようなことも、契約といいますか、いろいろな物品調達等につましても地元というような考え

方で進めていただいておりまして、とりわけ３階のレストランにかかわります食材関係につきま

しては、今、農林課を通じまして地元で調達できる野菜類等につきましては、地元で買っていた

だけるような、そういうところを紹介していただくというような動きもいただいております。一

応、ここは一部委託という形で、地元の業者さんに入っていただくのではなくて、専門的に、そ

のドルフィン側が全体的利用しておりますレストラン分野の企業に一部をゆだねるという形をと

られますけれども、そこに入ってこられます部分につきましては栄養士、調理人、栄養士も含め

てきちんと配置を配置しながら、いわゆる健康増進に向けたメニューづくりも、私も方も提案し

ておりますし、そういう形で整え、地産地消の部分も含めた何とかいい形を整えていただけるよ

う現在、調整をしております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。
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１ ０ 番（糸井満雄） 利用者の不便、あるいは混乱を招かないように、ひとつお願いをしたいなと。高

齢者も、あそこ健康増進のための利用もされておりますし、事業もあるわけですので、そういっ

た点で混乱が生じないようにひとつお願いをしておきたいなというふうに思います。

それでは、次に、今度は農林課長にちょっとお尋ねをいたします。これは森づくり、いわゆる

災害に強い森づくり事業で１，７２４万８，０００円が計上をされております。１８９ページで

ございます。これは浚渫工事が主な内容だというふうに思いますけれども、これの多分浚渫工事

ですと書いてありますね。と思いますけれども、場所は明石と弓木地区というふうになっており

ますが、この場所について、まず、お伺いをしておきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

京都府の方の委託金を受けまして、町が実施をいたします災害に強い森づくり事業でございま

す。平成２２年度におきましては、明石の谷ヤ地区、及び弓木地区を考えております。堰堤、既

に設置をされております府営で設置された治山の堰堤の浚渫を中心に行っていくということでご

ざいまして、各区からご要望をいただいております中で優先順位を、こちらの方で検討させてい

ただきまして、本年度は２地区、明石の谷ヤ地区の堰堤、及び弓木地区につきましては、流通セ

ンターさんの上がってすぐ右の谷間に、上流部にたくさん堰堤がございまして、それを浚渫をさ

せていただいて、下流への流出を防止していくというような考え方をいたしております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 今、聞きますと弓木地区の堰堤の土砂除去ということで、浚渫というふうに聞い

たんですけれども、あの上には家滝という堤があるわけですけれども、私はそこではないかなと、

浚渫ですから、と思ったんですが、そこではなしに、あそこ二つ谷がありますので、右側の谷に

は堰堤がたくさんある。つくっておられます、土砂の。その堰堤の除去作業という理解なのか。

堤の浚渫という意味なのか、どちらでしょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。今、申し上げました災害に強い森づくり事業で行いますのは、

流通センター上がってすぐ右手の谷の､既に設置された府営治山堰堤の浚渫ということでござい

ます。今、議員、ご指摘の家滝池の浚渫につきましては、さきの補正予算の中で繰り越しをご承

認いただいております災害復旧予算の中に一定工事費を設けておりまして、繰り越しを行って、

平成２１年度の事業として、これから浚渫工事を行っていきたいということを予定いたしており

ます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 私ちょっと勘違いしておりまして、私は家滝の方の浚渫工事かなというふうに思

っておったわけです。それなら、いわゆる右手の谷の堰堤が、何ぼあるのかな、三つ、四つある

と思うんですけれども、そこの土砂の除去というふうに、私は今、理解をいたしました。家滝の

関係について申し上げたいと思うんですけれども、ちょっと議題に外れますので、その辺はちょ

っと差し控えておきたいというふうに思っております。

それでは、次に１１３ページですか、介護予防普及啓発事業で１５７万７，０００円のソフト

新規事業が計上をされております。これは、この資料を読んでみますと年１０回程度の講座のう
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ち５回は介護保険特別会計で計上してというふうになっておりますし、これは保健師による指導

ではなしに、専門性を求められるので専門家の育成というふうなことでございますが、これは現

在の保健師さんとは別に、この介護予防の指導者の要請というふうな理解になるんでしょうか、

その辺はどのように理解をさせていただいたらいいのでしょうか。この保健師さんの関連は、ど

のようになるのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 休憩します。

（休憩 午前１１時４１分）

（再開 午前１１時４２分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。

糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 企画財政課長にちょっとお尋ねいたします。

今回の２２年度予算は骨格予算ということで、この京都新聞にも雇用、商工支援ということで、

いろいろとその内容が書かれておりました。その辺は政策的なものは６月の補正で上がるといた

しましても、大体もう少し一般会計としては１００億円以上の、１１０億円ぐらいの予算になる

んではないかなというふう、私は予想しておるわけですけれども、今、財政調整基金が１１億円

ほどあります。この６月の補正でも、この財政調整基金は取り崩すつもりはないかというのか、

そういうことをしなくても財政的には予算が組んでいけると、こういうふうに判断されておるの

か、その辺、１点だけちょっとお尋ねしておきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

それこそ町長選挙が終わりまして、それから肉づけ予算ということになるわけでございますけ

れども、どれだけのことが約束をされてくるということについては、今のところはまだ、わかっ

ておりません。ただ、継続事業等を予算化すると、あるいは新町になってからの懸案事項を予算

化するということについて、その範囲でいうならば、財政調整基金は今のところ取り崩さなくて

も６月は予算が組めるのではないかという見込みを立てております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） 町税も、非常に減収傾向にありますし、非常に苦しい財政状況ではあるし、厳し

い財政状況だと思いますけれども、ひとつそういったことで、いろいろの経費節減を図りながら、

そういう、できるだけ調整資金の取り崩しがないような予算が組んでいただければ非常にいいん

ではないかなと、健全財政を目指す与謝野町の財政として、財政運営としていいのではないかな

というふうに思っておりますので、ひとつその辺の配慮をお願いをしておきたいというふうに思

います。

それでは、まだ、回答の用意ができないようでございますので、建設課長にちょっとお尋ねを

しておきたいと思います。これは２２９ページですか、２２７ページから９ページにかけて都市

計画の費用があります。都市計画につきましては、私、一般質問でも申し上げたんですけれども、

今、非常に都市計画につきましては、国の動向等も絡んで町としての方針といいますか、今ひと

つ進むべき道がわからないといいますか、今、模索中というふうなことでございますが、ここに

計上されております都市計画の予算は、ほとんど人件費ということございますけれども、この中
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の調査委託料があるわけです、２７０万円。それから、都市審議会の報酬もあるわけですけれど

も、調査委託料というのは、これは街路整備事業の調査ということになっておりますけれども、

この辺は、どのような調査委託料になるのか、ちょっとわかれば教えていただきたい。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） ２２９ページの街路整備事業の委託料についてでございます。どのような項目に

使うのかといった点でございますけれども、これにつきましては平和通りの関係の建物等の損失

調査をやっていきたいというふうに考えております。この間もありましたように、都市計画道路

の岩滝海岸線が、そろそろ完了するというふうなこともございまして、これが完了し、平和通り

の方も工事が終わりますと､伊根の方に行く車というのは、そちらの方に迂回をされるというふ

うなことになるだろうと思っておりまして、現在、議員の方もご承知のように平和通りの部分に

つきましては、３０キロぐらいの、いわゆる徐行運転みたいな格好で付近の人に迷惑をかけない

ような格好で通行をされておるというふうな内容でございます。これはいろいろな車が走ってき

ますと、どうしても建物の方に影響する可能性がございますので、事前に損失の調査をさせてほ

しいというふうなこともございまして、今回、２７０万円を計上させていただいておるというふ

うな内容でございます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） わかりました。それと都市計画審議会の報酬が上がっておるんですけれども、こ

の都市計画の審議会は､今後の与謝野町の都市計画に対する、いろいろと問題点があると思いま

すけれども、そういったことの審議が、この中でされるのかどうか、そこら辺はいかがでしょう

か。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。

町長の一般質問にもございましたように、都市計画の動向というのが、先行きちょっと見えな

いというふうな状況もございます。ただ、今、都市計画課の方に職員も派遣をしておりまして、

その職員も、この４月１日ですか、復帰をするというふうなことになっておりますと、いわゆる

私どもが持っておりますよりも、もっとたくさんの知識があるのかなというふうに思っておりま

して、そういった知識を活用しながら、今後、どういうふうなことを進めていったらよいのかと

いうことを模索をしていきたいというふうに思っておりますし、また、一般質問の答弁でも町長

が答えておりましたように、やはり都市計画といったら、どういうものかというふうなことを、

やはりＰＲというんですか、そういったことの用語だとか、そういうふうな啓蒙をしていくこと

も大事だろうというふうに思っておりまして、そういった観点で今後、進めていきたいというふ

うに考えております。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） ぜひ、都市計画の将来あるべき姿の審議を、この中でしっかりとしていただきた

いなというふうに思っております。合併しまして与謝野町になったわけですので、都市計画区域

の指定の区域と、そうでない区域があるということで、不公平感もあるわけですので、一体感の

醸成いうことも含めて、やはりしっかりとした都市計画、そして、今後のまちづくりをしっかり

としたまちづくりに資していただきたいなというふうに思っておりますで、ひとつお願いをして
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おきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 先ほど糸井議員さんのご質問に少し時間をいただきまして、申しわけないという

ように思っております。今年度、新規の事業としまして、介護予防事業の委託ということで

１５７万７，０００円計上させていただいております。これは、ある地域におられます人材育成

の事業所というのがあるんですが、そこと契約をいたしまして、年５回程度、この啓発事業の人

材育成ということで、この介護予防を支えていただける人材の方を育てていこうという計画でご

ざいます。年５回の、そういった指導員研修を行う予定にしております。

大変答弁が遅くなっておりまして、申しわけありませんでした。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） この資料によりますと年５回と、内の５回は、あとは介護保険の特別会計の方で

予算計上ということで、たしか介護保険の方では８０万円ほど委託料として計上されたと思うん

ですが、そうしますと、あわせて２３７万７，０００円の事業というふうに理解をするわけです

けれども、それとこれがなぜ、これ介護保険と一般会計とに分けなきゃいかんのかなと、５回は

一般会計の中でやり、５回は介護保険の中でやると、それは同じ講座だと思うんですけれどもそ

ういう分け方をする必要があるのかなと、一般会計なら一般会計の中で、こういう事業の普及事

業をやりますよということで、私はいいんではないかなというふうに思うんですけれども、ここ

ら辺はいかがかなということと。現在の保健師さんがおられますわね、たくさん。その保健師さ

んと、これは別の方の、こういう指導者なのかどうか、その辺はいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 一般会計と介護保険特別会計と分けなければならないということにつきまして申

し上げますと、一般施策の高齢者部分については、一般施策の分ですし、それから、介護保険対

象の方については介護保険で見ているということでございます。それと保健師が介護予防につき

まして、今、ご案内いただきましたように、包括支援センターに２名の職員が介護予防の担当を

しておりますけれども、そういった、この事業をやっていく中心としては包括支援センターの保

健師２名があたっていきますけれども、実際、その職員が、そういった指導をするのではなしに、

先ほど言いましたように事業委託をしますので、その中で一般の、町の職員の研修というのでは

なしに、それを支えていただきます、この事業所の方であったり、そういった、支えていただく

方の人材育成ということでございますので、そのあたりをご理解いただきたいというように思い

ます。

議 長（森本敏軌） 糸井議員。

１ ０ 番（糸井満雄） そういう分け方を、ここはしておられるわけですか、そういう一般と介護保険適

用者との両方に、そういうものがあるということで分けられておるというふうに理解をしたらい

いわけですか。それと、これは委託ですので、外部委託というふうに今、聞いたんですけれども、

例えば、施設の方に、こういう指導者を要請するということで委託するということで、これは町

の職員を、この介護予防普及事業の指導者として指導すると、要請するということではないわけ

ですね。外部に委託すると、こういうことですか。わかりました。

これ新しい事業でございますし、これ介護予防というのは大事なことでございますので、紛ら
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わしくないよう取り扱いで、しっかりお願いをしておきたいなというふうに思います。以上です。

議 長（森本敏軌） ここで暫時休憩します。

午後１時３０分再開します。

（休憩 午前１１時５６分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

平成２２年度当初予算の質疑を続行します。質疑ありませんか。

畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） １点だけお尋ねしたいと思います。

補正でも出たんですけれども、この予算では大きく出ているわけです、子ども手当ですね、こ

れが、この鳩山内閣の目玉の政策だったわけですけれども、きのう衆議院を通過いたしまして、

子ども手当法案と､高校生の授業料の無料ですね、これが通りました。いよいよ決まりまして、

予算にも出ているわけですけれども、今年度は一人当たり１万３，０００円、これが支給されま

す。そして、来年度については２万６，０００円ということになっておりますけれども、これが

本当に支給されるかどうかということについては、財源のあり方も含めて改めて検討するという

ふうになっているようですので、ちょっと不透明であるというふうに考えております。日本共産

党も賛成して決まったわけですけれども、これについては問題点がかなりあることを指摘してき

ております。一つには財源がないわけですね。来年度については埋蔵金であるとか、国債である

とか、事業仕分けによってですか、何とか捻出するということになっておりますけれども、

２０１１年については、財源のめどがないというふうに考えております。ところで、そこで財源

は、どんなことをしてもひねり出さなければならないということでできたのが、増税ですね、子

ども手当をあげるかわりにというか、おかしい言い方なんですけれども、増税になるということ

です。年少扶養控除、これがあるんですけれども、これを廃止しますと、そしてまた、高校生に

も特別扶養控除というのがあったんですけれども、これも廃止するということです。ですので、

これが廃止されると､実際は所得はふえてないんですけれども、課税の対象額が上がりますので

高いところで税金がかかってくる。そういうことで増税になるわけですね。その増税になるとい

うことに関して、国会でも聞いたのに対して川端文部科学大臣は、相当の世帯で負担増になると

いうふうに認識していると認めているわけです。その上、これは国が決めることですので、町で

どうするということはできないわけなんですけれども、こういう状態がある。その上に町でした

ら、保育料であるとか、はね返ってくると思うんですけれども、または国保税ですね、国保世帯

については国保税にはね返ってくると思うんですけれども、これは、今年度は、まだ大丈夫です。

けれども２０１１年１月から所得税が上がって、住民税は、その次の年から上がるというふうに

なっておりますので、この点について町としては、どのようなるのか、どういう見通しを持って

おられるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ただいま議員さんのご質問です。本当に、私の関係につきましては議会の途中に、

よく町のトップでも子ども手当の成立ということがあったり、また、介護保険制度の改正につい

ては議会の当日にあったりということで、本当にタイムリーな仕事をさせてもらっておるなとい
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うように思っております。そういったことで、今、ご質問の子ども手当等についての財源につい

て報告をしたいというように思っておりますけれども、子ども手当は本年については１万

３，０００円の１０カ月分、それから、児童手当が２カ月分ございますので、それをイメージ的

には２月、３月の児童手当と、４月、５月の子ども手当を６月に支給するというようなイメージ

で進んでおります。昨日、今、ご案内していただきましたように、子ども手当が衆議院を通過し

たということで、これから参議院の方に送られて、いよいよ実施されるということになっており

ます。今年度、４億円からの子ども手当の財源を計上させていただいておりますれども、予算書

を見ていただきますと、町の方の負担が４，５００万円程度ということはございますけれども、

これにつきましては児童手当のときにも町の負担金は、こういった金額だったということで、そ

れに見合う分については、町が見なさいというようなイメージでありますので、それらいえば、

今回、上げさせていただいている金額については町の負担と、相当分がきちんと反映されている

かなというように思っております。

それであとは、扶養控除等の関係で今後、保育料等の階層が、所得税等で階層を９段階ぐらい

分けておりますので、そういったことがあるというように、それは当然、私の、税務ではないの

であれなんですが、子ども特別扶養については６３万円だったというように記憶をしております。

それが５％町税に反映されますので、それでいっても３万円ほどの所得税か、５％ということに

なっていますので、所得税が、それで３万円ほど上がるということでランクがぎりぎりの方が、

一つ上のランクに上がったりするというようなケースが出てこようかというように思っておりま

す。そのあたりは、先ほど、議員さんもおっしゃっていただきましたように、町の方が、そうい

ったことを、この分については扶養控除を、さらに同じよう認めるということにはなりませんの

で、やはり国の方の、やはり制度にきちんと乗った関係で扶養控除がございますし、また、その

次の段階で保育料を決定するときのランクづけというのがありますので、そのあたりは今後の扶

養控除の削減等によって、そのランクづけの部分で見直しをしてほしいとかというような要望は

できるかなというように思っておりますので、その扶養控除が実際になくなるのかどうかという

ことを見ながら、また、不利益をこうむらないような格好で、町がもし国の方に要望できるよう

なことがあれば、それはしていかなければなりませんし、また、税法上等の措置につきましては、

町の方としては、どうすることもできませんので、そのあたりはご理解いただきたいというよう

に思います。

議 長（森本敏軌） 畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） すみません。同じことが国保料についても言えると思うんですけれども、国保料

についてはいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） ご質問の国保税につきましては、所得の額に所得割率というものを掛けて国保税

額を算出させていただきますので、扶養控除等の額については所得から課税標準額を出すために

引く控除ですので、その前の額で計算するということで、影響はないと思います。

国保料なんかで、税方式といいまして、住民税額に基づいて算出するような自治体もあります

ので、そういう場合は影響するかと思いますけれども、国保税、与謝野町の場合、旧ただし書き

方式としての所得額で所得割率を掛けて税額を出しておりますので、影響はないと思います。
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議 長（森本敏軌） 畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 今、お聞きしまして、国保税の方は影響はないということで、ただ、影響のある

町もあるということですね。これは大変ありがたい計算方式でよかったなと思っているわけです。

けれども、保育料ですね、この関係で、今の段階があまりにも低所得の部分で一挙に１万円も、

月額ですよ、上がるのはおかしいということで、段階をふやしていただいて、少し低所得者対策

としては、よくなっているわけですれども、税金がかかるかどうか、ぎりぎりのところにおられ

る方が一挙に所得税も住民税もかかるという世帯になった場合、住民税を払っているかいないか

で、保育料が決まるわけですね。そういう場合に非常に苦しくなる家庭というのが、かなりある

と、私は見ているわけですね。というのは、その一段階ふやしたことによって、保育料の町の入

りの収入の方が大変減ったというお話もお聞きしてますので、その辺にまた、今、仕事がなくな

って所得が減っているご家庭もあるように見受けられますので、非常に苦しい家庭がたくさん出

てくるんじゃないかと思うんですけれども、そうなると、今、どうしても保育には影響すると、

保育料に影響するという答弁でしたので、何とか、その辺をならないかということを思うわけで

す。不利益をこうむらないように国にも何か対策がないか求めていくと言っておられるわけです

けれども、町でできることというのは、ないのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この保育料の決定といいますのは、国の方の基準額表に基づきまして町が独自に

決めている部分がございます。そういったことで与謝野町は一般質問のご答弁の中でも町長、答

えておりましたけれども、その国の基準に比べて低い額に設定していただいたり、それから今、

議員さんご案内していただきました町村民税課税世帯でも均等割の方と所得割がかかっている方

については、これも区分けしようということで、少しその部分を安くしております。そういった

ことになりますので、そういったことで部分的に町が決定する部分がございます。そのあたりが、

今後、この町として独自の分で、金額設定につきましては、町が独自でできるということになっ

ております。

しかし、全体の事業、保育にかかる費用等も大変多くなっておりますので、大変厳しい状況で

はありますけれども、現時点では平成２２年度の段階では見直しが、なかなかできにくいという

ようなことを言わせていただいていたというように思いますので、そのあたりはご理解いただき

たいというように思います。

議 長（森本敏軌） 畠山議員。

２ 番（畠山伸枝） 国の基準というのがあるので、ある部分、ちょっとの部分を町が決定することが

できるということですので、これは国の方に､国はかえって負担増になる家庭もあるということ

を認めておられますので、どんどん、この基準を下げていただくとか、いろいろな働きかけとい

うのをできるだけしていただいて、せっかく子ども手当をもらったのに増税になってしまうとい

う、なった分で帳消になってしまうというようなことがないように、それでなくても所得税や住

民税がふえるわけですので、せめて保育料の部分だけでも不利益にならないように、ぜひとも国

の方に働きかけていただくように、そしてまた、町でできる部分を今後、研究していただくよう

によろしくお願いしたいと思います。以上で、終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。
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勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） それでは２２年度予算にかかわりまして若干質問をしいと思っております。まず、

８１ページの地方税機構の負担金の関係で、少し教えていただきたい。今年度１，７４５万

２，０００円と、これにかかわりまして、先日の補正予算の中でも若干、私も不安を感じましの

で、教えていただきたいんですが、昨年の９月の補正ですね、エルタックスの共同審査機構いう

ことで補正がされました。これは電子政府を実現していくということで大きなツールと、こうい

うふうに理解しておるわけですけれども、現在、国税ではイータックスというシステムが、既に

何年か前から入りまして、かなりなＰＲがされておりますが、なかなか進捗度合いが低いと、い

うふうに思っておりまして、住民税の場合になりますと、これが給与支払い報告書は、一番大き

なメーンになると、こういうふうに考えてみますと、やはりこれは税理士さんともエルタックス

の結合というのが非常に重要な部分になってくるのではないかなというふうに思うんですが、そ

のところは、課長、どうでしょうか。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。今年度、エルタックスの審査サーバを導入いたし

まして、それで１２月から申告ができるということで、地元の税理士さんからも問い合わせがあ

りまして、ことしの１２月、今年度の支払報告書から申告をいただいておるという状況でござい

ます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、例えば、この２２年度の住民税で考えますと、いわゆる特別徴収の分

は、いわゆる共同機構の中でやられると、こういう理解をしておったらいいのでしょうか。住民

税の付加税。特別徴収分は向こうでやられると、そうではないですか。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。

課税資料等につきましては町の方に入ってきます。課税業務については税機構の方では行って

おりませんので、今までどおり町が資料を各税理士さんなり、事業所からいただいて、それをも

って賦課作業をしていくということでございます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） そうしますと、課長、エルタックスの利用者というのは、町にデータを送るので

はなしに、将来にわたって直接、この共同機構に入ると、こういうふうに理解したらよろしいん

でしょうか。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えさせていただきます。

将来、税機構の方で、今、課税も含めてという話が出ておりまして、そこで課税資料等を集め

てするのであれば、そこになりますが、今現在、そこまで至っておりませんので、各申告書につ

きましては、それまでは各市町村に直接、報告書が来るという形になります。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） そうしますと課長、一たん税理士さんから、そのデータは、給与支払報告書デー

タは、その共同機構の審査サーバに入ると、そして、データとして、データではなしに紙の中で、
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町村に送られてくると、こういうふうに理解したらいいんでしょうか。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。

パソコンにちょっとあれですが、税理士さんが、まず申告の手続をされまして、パスコードや

何かで資格を取得されまして、それによって電子申告をされます。そのデータが今は地方電子協

議会、そこを通りまして、町の方のパソコンに来ると、審査は通ってくるということです。今現

在は、そこまでの段階しかできておりませんでして、町の基幹システムの方に、その資料が連携

すると、連動するということになっておりません。したがいまして、給料支払い報告書等につき

ましては、一たん紙に打ち出しまして、それをもって入力をしているのが、今年度の状況でござ

います。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員、かみ合ってますか。

１ １ 番（勢旗 毅） かみ合っています。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） そうしますとね、課長、普通ならば、それぞれの納税者の方が給料支払い報告書

を１月３１日までに送ってくるわけですね。それを見てデータパンチを課長のところはされるわ

けですが、現在は、この共同機構に入ったものが紙データとして、こちらに来て、これを現在、

入力されていると、そうではないんですか。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） 庁舎内に端末というか、パソコンを持っております。そこからプリンターで打ち

出して､紙ベースで送ってくるようなことでなくて、来た資料を紙に打ち出して、それを入力し

ているということでございます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） ということは、現段階では町村は、何ら省力化には、まだなっていないと、こう

いうふうに理解したらいいんですね、そういうことですね。データが来たものを、また、一たん

ここで打っておるわけですからね、そういうふうに理解したらよろしいですね。

議 長（森本敏軌） 日高税務課長。

税務課長（日高勝典） お答えをさせていただきます。そのとおりです。今までどおりの業務ということ

で、現状は今、来ております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） 課長、二重に業務がなるようなことにならないように、ひとつ機構の方と十分調

整をしていただくことが必要ではないかと思っております。それはこれから頑張っていただきた

いと思っておりますが、先ほども井田さんのお話の中に、質疑の中で、いわゆる制度が変わった

ために従来の集合徴収が現在、税目別徴収に変わったということで、非常に支払いができにくく

なったと、こういうお話がございまして、これはどこでもあるわけで、私も、このことは従前に

も指摘をいたしました。もともとはですね、この町が契約しているソフト会社が集合徴収という

システムが完璧にできなかった、その結果、現在の税目別徴収にせざるを得なかったと、こうい

うふうに理解をしておるもので、そこのところは十分、一つの配慮をいただく必要があるのでは

ないかなというふうに思っておりますが、このことについて副町長は、どのように感じておられ
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ますか。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。

午前中の井田議員のお話もございました。そうは言いましても議員もご承知のように、こうい

った制度に移管して一定の年数がたっておりますし、それから議員もご指摘の納期前になれば役

場の方からお知らせもさせていただいておりますので、それによって納付の割合が著しく下がっ

ておるということよりも、むしろ現下の経済情勢といいますか、そういったところの方が大きな

ウエートを占めておるんではないかないというふうに受けとめております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） どちらかといいますと、今まで非常に協力して納めていただいた方が、いわゆる

納期前納付がなくなったり、それから、税法上、定められておる納税貯蓄組合がなくなったり、

そういったこともあって、どうも向こうに押し合っているんではないかなと、そういう不安があ

るものですから、ぜひひとつ先ほどのお話ございましたけれども、丁寧に対応していただきたい

なと、このように思っておりますのと。それから、先ほどの、けさほどお話の中で、いわゆる延

滞金の関係がございました。今度、共同機構に入った分は延滞金がばちっとかかる。これはもう

１４．６％ですから、それに対しまして、今までの分ですね、これはほとんど実際に延滞金は取

るということは無理だと私は思うんですが、そこのところに大きな差ができるんではないかなと、

この考え方について、不安があるんですけれども、そこのところ副町長どうでしょうか。

議 長（森本敏軌） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） お答えをいたします。

議員のご指摘のように都道府県は法定通どおり納期限後１カ月は年利７．３％、２カ月目以降

は１４．６％の延滞金を法定どおり徴収しておられると思います。ただ、市町村にあっては

１００円の督促手数料をいただくことはあっても、なかなか延滞金が実際問題として取り切れて

いなかったという実態があるように聞いております。地方税機構発足に当たって、そういった府

内の状況、それから、京都府の状況なんかを調整をする中で、きちっと市町村の税にあっても、

京都府の税にあっても、地方税機構に移管してからは、きちんと法定どおり延滞金を、さっき申

し上げた非常に高い納期限後は日歩２銭、２カ月後は日歩４銭だと思いますので、非常に高い延

滞金でありますが、地方税機構に移管してからはとっていこうということであります。住民の方

にすれば、確かに議員がおっしゃいますように、これまでと違って若干戸惑いを感じられるかも

しれませんけれども、それはこの間、京都府も、それから前の市町村も、いつからかは地方税機

構に、この滞納の税額が引き継がれますと、そうなればきちんといただきますということを何回

も何回もお知らせをしておられますので、一定、住民の方も理解はしていただいておるものと考

えております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） これは逆に副町長、言えば、ずっときちんと払っている人から言えば、それはお

かしいではないかという理屈も成り立つわけで、その辺は丁寧な説明をしていただく。そうでな

いと、非常に担当課がご苦労をされるというふうに思っておりますので、よろしくお願いをした

いと思っております。
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次に、住民環境課長にお尋ねをします。バイオディーゼルの燃料につきましてお尋ねをしたい

んですが、２年前ですか、菜の花プロジェクトが予算化されております。それが今なくなりまし

て、いわゆるＮＰＯの方で非常に頑張っていただいて、衛生プラントや、あるいは給食センター

の車両に使うということで、給油のスタンドもできたわけでございます。非常に、この実績は先

進的な取り組みだということで評価をされてきたところです。酸性雨の原因になります、いわゆ

るイオウ酸化物、あるいは排ガスの中の有害物質でありますぜんそくの原因になります黒煙が大

きく減る。あるいは地球温暖化の原因となります二酸化炭素が、これはゼロカウントになる。こ

ういうふうにいい事づくめなんですが、２２年度では、特に、この使用の拡大につきまして、課

長の方で考えていらっしゃることがあるのかどうか、それと、２１年度、それぞれの利用実績と

いうのは、どのぐらいになっているのか、ここのところをお願いできませんか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

まず、使用実績でございますが、まだ、年間を通じての集計はできておりませんが、現在では

衛生プラントで７，８００リットルほど、それから給食センターで２，７００リットルほど、合

わせまして１万５００リットルぐらいの使用量という状況になっております。ただ、今後、この

燃料を使う車をふやしていくとかいうことにつきましては、メーカーの方でちょっとふぐあい、

この燃料が使うとぐあいが悪いという車種が去年出てきまして、その確認作業を今、やっておる

という段階ですので、今の時点では大きくふやすとかということは考えていないということです。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、課長、２２年度の予算の積算では、この単価というのは幾らになって

おりますか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

単価につきましては１１０円ということでございます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） この燃料の購入先というか、販売会社というのはどこというふうに理解しておっ

たらよろしいですか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

町がもともと、この燃料を使いました当時は、京都市にあります会社で、その出張所が岩滝町

にありましたので、そこを通じての購入ということになっておりましたが、現在は、この岩滝の

ＮＰＯをやられておる方が会社を独立をされましたので、その独立された会社の方から購入を、

現在はしておるということでございます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） 私、当初、聞いておりましたのは、エポインターナショナル、これが京都の会社

だったと思うんですが、その後、今、課長のお話では、蒲田プランニングさんにかわっておると、

こういう説明を受けたんですが、私はこの１リットル１１０円というのが、ちょっと気になるん

ですけれども、というのは、この軽油の場合、いわゆるリットル当たり３２円１０銭が、軽油引
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取税がかかっておるわけですが、この場合の軽油はですね、いわゆる税金がかからないと、こう

いうふうに理解をしておりましてね、１１０円というのはちょっと高いなという気がするんです

が、これはやむを得ない金額というふうに課長、考えたらよろしいですか。

議 長（森本敏軌） 永島住民環境課長。

住民環境課長（永島洋視） お答えをしたいというふうに思います。

確かに、そういう点では高いという印象を､私も持っておりますが、ただ、大手の石油会社等

で大量に生産される、そういう油ではないということを考えますと、やむを得ない面もあるかな

というふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） インターネットで、これを検索してみますと大体そういう廃食油の場合、４５円

から６８円というのが一つの目安として、幾つかのところで出ておりまして、ちょっと私は高い

んじゃないかなと思っておりますので、ひとつ今後、研究をしていただきたいと思ってお願いを

しておきます。

次に、福祉課長に尋ねをしたいと思っております。保育所の関係でございますが、現在、お母

さんといいますか、女性の社会進出が非常にふえたということで、育児休暇等の制度ができたと、

このことによっても、出産後も保育所を利用いただくということが非常にふえてきたのではない

かなと思っておりまして、本町の場合も出生率は落ちているんだけれども、保育の需要はふえて

おると、こういうふうに理解をしておるんですが、現在、この保育の施設の中で延長保育等につ

いても、大体問題なしに、現在の定数で見ますと、相当、実際とは乖離しておるんですけれども、

町内の今、保育所の、そういった利用の状況というのは、どの程度になっておるのでしょうか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 歳入の方でも延長の、時間外保育の関係がございます。大体２２年度の保育所に

預からせていただくのが５５４名程度ということで、受けております中で延長保育の方について

が１６９名現在、お預かりをしようということで予定をしております。率にしますと３０．５％

の人が利用していただけるということで、利用していただく予定にしております。時間的に利用

者からといえば、もっと長いこと預かってほしいというような要望もございますけれども、やは

り、そういったことをやっていくと人件費等もふえてまいりますし、そのあたり、一人の方を長

いこと預かっても、それなりのスタッフは置いておかんなんということがございますので、今後、

利用がたくさんふえていくということになれば、まとめて保育をするとか、そういった方法につ

いては、今後、考えていかなければならない部分であるということは認識をいたしております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） そうしますと課長、延長保育はそういうことですけれども、実際には今、待機を

されておる乳幼児というのはないと、こういうふうに理解しておったらよろしいですか。各保育

所の中で、非常に接近しておると、保育所というのはございますか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 現在、保育所につきましては８園ございますけれども、その定員と、それから申

込状況を見てみますと、大体６０％から６６％という３分の２ぐらいの利用状況でございます。

したがいまして、国の方が待機児童がたくさんいるから何とかせいというようなことが言われて
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おりますけれども、与謝野町に限っては、そんなことはございません。対象となる方、すべての

方が入れるというわけにはまいりませんけれども、やはり仕事をされて、そして、預けたいとい

うような方でなければ保育所は預からせてもらえませんけれども、そういった方については、す

べて入っていただいております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） 今年度も、この１３１ページで２７６万円、認可外の保育施設への助成金を、き

ょうでも予算化をされておりまして、非常にこれは評価できるというふうに思っておるんですが、

こういう今、課長から聞きましたような町内の施設については、十分行き渡ってはおるんだけれ

ども、まだ、現実に、そういう無認可の施設というのがございまして、ここは何とか認可になら

ないかなと、こういう思いをお持ちだと、こういうふうに聞いておるわけですが、その非常に、

こういう認可になりたいということで、これはうちだけではいかんと思うんですが、現在、政権

交代がされて、保育の規制緩和されたり、保育所に対する考え方が変わる中で、こういう施設が

認可施設として、一応、要件だけ具備されればオーケーとなるんでしょうか。ここのところは現

在、どうでしょうか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この保育所の認可をするかどうかというのは、町の方で意見を述べて認可すると

いうようなイメージになってこようかというように思っておりますが、先ほど言いましたように、

町の保育所そのものが、定員としましては３分の２の利用ということでございますので、全体計

画の中で見てますと、やはり町の方の保育所を利用していただくということで、現在のところ、

そういった町の保育所以外への認可については、ちょっとまだ、今の段階では考えられないかな

というように思っております。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、最後に教育委員会にお尋ねをしたいと思っております。

昨年９月の議会で、私は国民文化祭の一環としての町祭事業の取り組みの中で産経新聞につい

てお尋ねをいたしました。そのときには、現在の図書館に入れることができないということは、

いわゆる財政上の関係もあって置けないと、こういうふうにお伺いをしましたので、その後、町

に入っている新聞につきまして、どういう状況かなと思って聞き取りをいたしましたところ、現

在、役場と出先機関で京都新聞が５部、毎日新聞が４部、読売が４部、朝日が３部と、こういう

ことのようでありますが、学校の関係で見ますと、京都新聞は１２校全部に入っておる。それか

ら、朝日新聞が加悦中、それから江陽中と、各１部に入っておりますが、この２校で朝日新聞を、

中学校が特に、ここがとっていらっしゃる。橋中はないわけですけれども、ここの理由について、

ちょっとお聞かせをいただけませんでしょうか。

議 長（森本敏軌） 土田教育推進課長。

教育推進課長（土田清司） 新聞の購読につきましては、学校が主体で､この新聞をとるということで決

めております。教育委員会としては、どこどこの新聞をとりなさいというような指示なり指導は

しておりませんので、学校次第ということで、ご理解をお願いします。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） 私は、それはそうだろうと思うんですけれども、ここだけて、こういう格好で出
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ているというのが何か､特に必要な条件があるのかなと、こういうことでお尋ねをしたかったの

で、教育長がおいでませんので、また、お調べをいただきたいと思っています。

それでは、最後に、本当の最後に学校給食のことについてお伺いをしたいと思っております。

補正予算の中だったと思いますけれども、学校給食にも地元農家のつくられた野菜を使うことで、

いわゆる給食費が安くなったという話を聞かせていただきまして、非常に喜んでおるところです

が、ここに持ち込まれている農家層というのは、現在、どのくらいの農家になっておるというふ

うに理解したらよろしいでしょうか。

それから、わかれば大体こういう野菜が入っているんだということもお聞かせいただければと

思います。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） 学校給食の件でございますが、手元に持っておる資料の中では、戸数はちょっと

わかりかねます。ただ、記憶としましては、ある程度、数量ですとか安定的な供給ができません

と、なかなかセンターの方に納入をしていただけないということでございますので、個人を入れ

まして２、３件かなというふうに、そんな回答でご勘弁がいただきたいと思います。

それから、野菜につきましては、地元でつくれます野菜の中で、いわゆる先ほども申し上げま

した、ある程度数量が整いませんと、やはり仕入れというようなことができませんので、それで

大根ですとかキュウリですとか、カブですとか小松菜ですとか、白菜ですとか、水菜ですとか、

そういったものが入れさせてはいただいておりますが、その１年中、安定的に供給がしていただ

けるかどうかということになりますと、そのあたりも、この野菜の種類によりましては、ある程

度、限られた期間に、その地元から供給をしていただくといったような部分もございます。以上

でございます。

議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） これはですね、給食センターもなかなか大変だと思うんですよ。といいますのは、

農家がおつくりなったもので、たとえば、バレーショを例にとってみますと、一定の規格サイズ

があるということの中で農家は例えば１０ａ使っていると、ところがそれを給食センターに入れ

ようと思いますと実際には全部機械からはずれてしまう。大きすぎてもいかん、小さすぎてもい

かん。そういう実態がございまして、なかなか農家も努力が要るし、それから、中間の農協さん

がいらっしゃるのかどうか わかりませんが、給食センターの側も、かなり努力をいただかなか

ん、こういうふうにご苦労があるなと思っておるんですが、ぜひ、ひとつこういった面を積極的

に推進をしていただきたいと。ただ、そういう努力を、これはしていただかんなんというふうに

思っておるんですが、現在でも、規格サイズというのはあると、こういうふうに理解しておった

らよろしいですね。

議 長（森本敏軌） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） やはり給食センターそのものが約２，０００食を給食をつくつておりますので、

そういった調理をします行程の中では一定の規格は持っておると思います。ただ、地元野菜の消

費といいますか、購入につきましては、せんだっての補正予算の中でも申し上げておりますよう

に、これからもある程度といいますか、一定の数量ですとか、それから品質、そういったものの

条件がそろえば地元からの購入に心がけていきたいというふうに考えております。
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議 長（森本敏軌） 勢旗議員。

１ １ 番（勢旗 毅） いろいろ大変だと思うんですが、やはり農家所得の向上になるように、ひとつ教

育委員会でもお世話をいただきたいなと、このように思っております。

終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませか。

有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） はい、質問をいたします。

骨格予算ということで。方向性なり町長のお考えをお伺いしたいと、このように思います。

せんだって、夫婦別姓反対の意見書が国へ出されたわけでございますが、男女共同参画社会、

これは今、国でも与謝野町でも推進されており、予算もついております。町長といいますのか、

女性といいますのか、夫婦別姓につきまして、これはいろいろな考えがあるわけですが、町長の

お考えをお伺いできたらというふうに思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 男女共同参画の計画にしましても、そのほかの障害者の計画、それらすべて人権

にかかわる問題だというふうに思っております。そういう意味では個々の人が、自分の置かれた

立場の中で選択ができる。それにするかしないかは別として、そういう機会をつくるということ

は非常に大事ではないかなというふうに思っております。

男女共同参画が始まったときも、やはり男性、女性、特に女性の就労の場、あるいは、そのほ

かの機会を均等法というのもありましたし、そういう意味では、今回、出ましたことを議論し、

そして、みんなで、その方向性を探っていくと、まず、そこが大事じゃないかなと、ただ、やみ

くもに通していくということではなしに、やはりそうした計画づくりをして、そして、それで意

識づけをして、みんなで納得でしていくというのがあれでしょうし、時間はかかるかとは思いま

すけれども、私個人の考え方は別姓については、それぞれの選択ができるような、そういう法律

をつくっていただくことが、今の段階ではいいんではないかなというふうに考えております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） ありがとうございました。

町長のお考えはよくわかりましたし、確かに仕事の面では女性も進出が、本当にたくさん進出

されております。ただ、地域的に、私も農業委員をさせていただいておりますが、現在、やはり

農業委員でも女性の農業委員さんをふやせという上からの要望といいますのか、そういう努力を

してほしいという声は聞くわけですけれども、現実、なかなかまだ、そこまでいっていないとい

うふうに思いますし、そういうのも進めながら、やはり別姓につきましても、私も選択できるこ

とがいいのではないかなというふうに、個人的には思っております。ただ、国の方もやはり慎重

に、やはり法律というのは、理解を深めていくという意味で慎重にはやっていただきたいなとい

うふうに思っております。ありがとうございました。

次に、先ほど野村議員から地域協議会を進めろというような質問があり、これは伊藤議員も以

前から、そういうふうなこともおっしゃっておられます。それにつきまして、町長は区というも

のがあるからと、そこらが二つができたときに、どうなるのかなというようなお答えであったの

かなというふうに思っております。そこで、私は聞いておりまして、野村議員のおっしゃられる
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ことがわかるような、わからないというのか、申しわけありませんが、現実的にばっと浮かばな

いわけなんですね。といいますのが、先ほど、町長も岩屋のこともおっしゃられたと思います。

これは以前の議会でもおっしゃっておられたように思います。例えば、今だったら子供の見守り

であったり、あるいは福祉のネットワークづくり、そのようなことではないかなと聞いておった

わけなんですが、ここでちょっと私の意見を言って申しわけないんですけれども、私なりに、そ

ういった委員会、野村議員も名古屋の河村市長のことで委員会というふうなこともおっしゃって

おられたわけですが、私が平成３年に議員になりまして、当時、福祉の里づくりの前段の、まだ、

田んぼや野原だったわけですが、あの辺が。福祉の里の特別委員会というのがありました。それ

から、時を流れて名前が変わったり、それは福祉の里の推進委員会に途中､変わったり、現実的

にできて、また、新しく応援部隊が、どういう形であるかわかりませんけれども、いろいろな姿

は変えるわけですね。私も町長がおっしゃるように、それがある意味、協議会ではないのかなと

いうふうに、今、感じております。私自身も岩屋川の生態調査の委員会をさせていただいたり、

それからアベサンショウウオの調査委員会もさせていただいたり、それも今はなくなっています。

なくなったらいいと思うんです、役目が終わったら。だから、当時からあるのが、今でもありま

すが、雲岩公園創造委員会というのもあります。それは何でかと言いますと、区というものがあ

って、ある意味、区の行政といいますのか、地域の方が区の役員さんがあり、区長さんがあり、

やっておられるわけですけれども、いわゆる今どおりのことをやるだけで、ある意味、精いっぱ

いになるわけですね。新しいことをやるとするならば、もうそれこそプロでないとできないよう

な、専門的な知識の要ることがあったりしますので、そういったところの、行政の力も借りなが

ら、委員会づくりで行政も入っていただきながらやっていくと、それを大きな目で、区の方も見

ていただくと、そして、それをまた、うまく区の方の行政、あるいは町の行政に生かしていくと

いうことが、ある意味できているのではないかなと、だからある意味、これが地域協議会という

ことは言えるのではないかなというふうに、私は思ってます。

今現在、農地・水環境向上対策、これは国の政策ですけれども、その中で、どこの町にも、町

というのか、区にもあると思うんですが、岩屋においては岩屋農業環境対策組合という、これも

私、ある意味、委員会だと、ある意味、協議会だというふうに思っております。それこそ国のお

金が入っておりますから、大変な厳しい事務処理をしていかんな、あるいは報告書づくりをして

いかんなんということで、非常に悩みましたけれども、これもある意味、先ほど課長と野村議員

の中にもありました、命の里事業のことも大体、私は中身はわかりませんけれども、やっておら

れる。ただ、区との連携ということがあるから、もう一つ難しいことではないかなというふうに

思っております。ですから、そういう意味では、私は町長が言われたことは、そういう意味では

協議会ということが、区のある意味、委員会ではないかなというふうに思っておるんですけれど

も、この点、考えが正しいかどうかわかりませんけれども、町長のご意見をお伺いしたいと、こ

のように思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 私自身もそれが正しいかどうか、判断できるところまでは至っておりません。そ

れゆえに、ちょっと悩んでいるというのが正直なところです。しかし、それぞれの自分たちの地

域であったり、思いを同じする人のグループであったり、また、その形は、いろいろな形があっ
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ていいんだろうと思うんです。そこに自分たちのかかわりのある人たちが、ある一つの目的から

出発すると思うんですけれども、その目的のために自分たちも参画して計画を立てて、それを実

行していくと。それに対して、やはり町なり、府なり、国なり、いろいろな形でサポートしてい

くと、だから形はいろいろとあってもいいし、それを地域協議会と呼ぶのかどうかということに

ついては、こだわらなくてもいいんじゃないかなと思うんです。あまり行政が押しつけるような、

しかし、ここはどうしても手を入れていかなきゃだめだというときは、ある程度、さっきの命の

里ではないですけれども、地元に入って、こういう事業があるけれども、みんなで取り組んでい

こうというような投げかけは必要だと思いますけれども、やはりそれをするか、しないかは、そ

この人たちの選択ですし、それをうまく運んでいくためには、やはりその地元の方の努力の中で、

ほかの人たちも巻き込んでやっていくということになるんだと思います。ですから、形にしろ、

名称にしろ、そうしたものはこだわらずに、自分たちのできるところで立ち上げていく、そうい

う意識を持ってもらうという、そういう投げかけをしていくことが必要ではないかなと思います。

あまり一つのことにこだわってすれば、ここの地域は、これで活性化をする、ここの地域はこ

れで活性化をするというと、それがだめになったときは、もうすべてだめになるわけですから、

やっぱりその前段には、この地域を何とかしようよという、そういう思いの人たちが集まって、

自主的にやっていく、そのやっていく中で、いろいろと行政としてお手伝いをさせていただくと

いうことがいいんじゃないかなと思ってます。ですから、それを地域協議会と呼ぶのか、地域委

員会と呼ぶのか、与謝野町は与謝野町なりのやり方で、それぞれの町民の人が参画していただけ

るような、そういう機会づくり、あるいは、それを支援していくということが必要じゃないかな

というふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 昔と違って、今は区も、町もですけれども、最終的には、非常に難しい、住民に

おろすのにね、そういった時代になっていると思います。それをどういうふうにするのかという

ことだけだろうと思うんですけれども、そういった点、また、いい方法があるのかどうかわかり

ませんけれども、町長の考えは聞かせていただきました。またほかの議員さんから、また、いい

案が出るかもわかりません。

それから、せんだっての今田議員の一般質問の中に、リフレかやの里の件の中にも、命の里の

事業があったのではないかなと、あったと思います。きょう、野村議員も、そこに少し触れてお

られたのではないかと思うんですが、基本的にリフレかやの里と命の里事業、非常にソフト面の

問題ですけれども、難しいところが、私なりにあるのではないかなと、難しいといますのか、乗

り越えていかんなんところがたくさん、といいますのが、今、課長のお話を聞いてますと、農林

の事業、それからリフレかやの里は営業をしていかんなんというふうな中で、どのようなことを

やっていったらいいのかと、町長なり、農林課長にお伺いするんですけれども、１０人の議員の

提案の中で、前向きに考えていくというふうにおっしゃっておられた中で、具体的に、これを管

理者ですね、たしかよさのうみ福祉会というふうなこともおっしゃっておられたのではないかと

いうふうに思っておるんですが、せんだっての、昨年の指定管理者の選定の中に、残念ながら外

れたところも、地域の方も入っておられたんじゃないかなというふうに思います。

フランス料理等々もやると、だから私が言いたいのは、そこの二つを、私の考えですね、しか
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られるかもわかりません。を融合したらもっとすばらしい管理者になっていただけるのではない

かなというふうな思いで、こういった質問をさせていただきました。

どちらでも結構です、ご答弁がいただければと思います。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

リフレかやの里の再開に向けまして、昨年６月議会で、よさのうみ福祉会さんを指定管理者と

する議案をご提出をさせていただきまして、否決という結果になったわけですけれども、今ご指

摘の三つ、３社から申請があり、最終的に１社は辞退されましたので、二つが残ったわけですけ

れども、よさのうみ福祉会さんに町として決定をさせていただいて、その旨を、残る１社にお伝

えにも行きました。その際にも、少なからず地域の方もかかわっておられる向きもございました

ので、一緒に連携してやっていただくというご提案もお話はさせていただいたんですけれども、

そもそも、運営をしていこうというコンセプトそのものが少し違っておりましたので、無理やり

つけるというわけにも、こちらもいきませんし、それから先方の方も自分たちが主でやっていく

のであれば、立候補はしたんだけれども、いろいろな参画が今後、展開としてあるかもしれない

けれども、今のところは一たん引かせていただくということでございましたんで、そのことはそ

ういう経過として残しております。

したがって、今から、それをもう１回どうこうということにはなかなかならないんじゃないか

というふうに思っております。

それから、前段で命の里とリフレかやの里との関連で、ご質問でございましたが、答弁でも町

長から申し上げましたように、リフレかやの里は滝、金屋地域の、どちらにも面するような場所

に、ちょうど位置をしておりまして、何回も出ておりますように、いろいろな施設が融合した地

域の中核になります。したがって、命の里事業は滝、加悦地域の方々が取り組んでおられる事業

の、その拠点の施設になるということですので、電気が消えたままでは非常に寂しいということ

から、何とか地域がかかわっていくことで、支えていきたいということをおっしゃっていただい

ております。ただ、自分たちが経営をしていくというノウハウ的なものも自信がないということ

もございまして、現状としては、よさのうみ福祉会がやっていただけるなら、自分たちはできる

ことを協力してやっていきたいんだと。ですから、そこのところを調整してほしいという、そう

いう趣旨のご依頼もございまして、それを今、調整をさせていただこうとしているところでござ

います。結果は、どのようになるかは知りませんけれども、私どもとしては一番いい方法ではな

いかなというふうには感じているところでございます。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） よくわかりました。

大変でしょうけれども、頑張っていただきたいなと、このように思います。

最後に、宮津与謝消防組合の件で町長にお伺いいたします。

せんだっての組合議会で井上管理者に議会を本署にしていただけんだろうかというような、私、

質問をさせていただいて、町長には、副管理者の町長には、よう聞かせていただけなんだんです

けれども、これは急ぐ話ではないんですけれども、基本的に、やはり私は真ん中にあること。宮

津、与謝郡のね、それから、あそこに議会があることによって、本署といいますのか、消防本部
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といいますのか、やはり事情がよくわかるということもあり、やはりいろいろな意味でプラスが

あるのではなかろうかと、このように考えて、ああいう発言をさせていただいたので、質問をさ

せていただいたんですけれども、この辺、町長、どういうふうにお考えになられるのか、進めて

いかれようとするのか、今すぐではなくてもですね、その辺のお考えをお伺いいたしたいと思い

ます。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 正直なところ、どちらであってもいいとは思うんですけれども、ただ、やはり井

上市長もお答えになっていたように、議会としてするには、やはりそれなりに設備が必要だと。

あそこはよく、要するに組合議会の理事会といいますか、首長が集まって前段の会議をしたり、

というような場所としては使わせていただいております。ですから、議会としては、やはり議場、

きちっとした設備の整った議場でするのが、一番いいのではないなかと思いますし、また、あそ

こを議場にするような形にしたり、また、外したり、もともと防災センターだったと思いますし、

いろいろな会議をしたり、講習をしたりという場所として、あそこは大事な場所ではないかなと

思います。ですから、むしろ今おっしゃったような議場を議場として使うということの方が、む

だがないといいますか、そういうことになるんではないかなというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 有吉議員。

１ ７ 番（有吉 正） 井上管理者と同じお答えだったわけですけれども、環境衛生組合、あそこには組

合議会がやっておりまして、衛生プラントですね、あそこの２階には、議会をやりましたですね、

町長も管理者だったと思うんですが、あそこの設備、幾つ議席があり、幾つ管理者の席があるの

かわかりませんけれども、使えるものであれば、引っ越しすれば、どれぐらい費用がかかるのか

なということにはなるわけなんですが、あの設備が余っておるわけでございまして、それを使っ

て云々というようなことには、お考えはどうでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 余っているかどうかは別としまして、本来の使い方を、あそこの消防組合の本部

を使うべきだと、私は思っています。先ほど申し上げましたように、あの２階の広いところで救

命の、そういう講習会を開いたり、あるいはいろいろな展示をしたりというようなことに使う本

来の部屋だったというふうに思うんです。ですから、それはそれで全く、いつも空いているわけ

ではないですし、そういう使い方をすべきではないかなというふうに思っております。議場も、

宮津市にも議場があるわけですから、議会として開かれるときは、やはり議場で、そのことによ

っていろいろな議事録をとったり、いろいろとすることも、やはりきちっと整ったところでやる

方が効率的だというふうに思いますので、私は、そういう考えでございます。

１ ７ 番（有吉 正） 終わります。

議 長（森本敏軌） ここで暫時休憩します。

３時ちょうど再開します。

（休憩 午後２時４２分）

（再開 午後３時００分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

質疑を続行します。質疑ありませんか。
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議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、当初予算案に対する質疑をさせていただきたいと思っています。

まず、初めに骨格予算ということなので、改めて新町になってから３年過ぎて４年目が終わっ

て、４年目はほぼ終わって、５年目にかかるということなので、私、この間の、ずっと論議や、

僕自身も参加して質疑をさせてもらったりしているんですけれども、改めて町の、どういう町を

目指すかというのは総合計画でつくっているわけですけれども、ここへきて非常に不況が、思っ

た以上に不況といいますか、経済政策が必ずしも、ところがね、決定的に悪い方向に向いている

という中で、この町がどういう生き方といいますか、対応が求められているんだろうということ

が非常に私自身のテーマといいますか、感じているところなんです。そこで幾つか問題を絞って、

お伺いしたいと思っているんです。

情勢認識といいます、今の取り巻く、この与謝野町を取り巻く環境といいますか、行政は、こ

の間も質疑の中で言いましたが、旧政権から構造改革路線で非常に地域経済がめためたにやられ

てきたということが一つあります。それから、一方で同時に年金や医療や介護、この社会保障の

分野でも非常に激しい崩壊が始まり出しているというふうに言えると思うんです。そのために中

小業者は元気がどんどん低下するという状況の中で、ますますデフレといいますか、デフレスパ

イラルというんですかね、後ろ向きになっていくというどころか、傷跡を非常に大きく広げてき

ているというふうに思っています。

そこで、私は加えて申し上げたいのは、ここの地方でいうと、少子高齢化の問題ですね、過疎

化が進行して、少子高齢化が非常に急速に高まっているということだと思います。こういう中で、

先ほど冒頭言いましたように、町政が、どういう形で立ち向かうのか、対応するのかということ

が非常に期待も大きいし、鮮明に、そこははっきりさせる必要があるだろうというふうに思って

います。冒頭言いましたように、町政で物事が、そんなことは解決するなんて到底、思っていま

せん。また、本来、そうでないと思います。この間、伊藤議員は、何でもかんでも補正の問題か

ら始まって、補正の問題ぐらい言うわいやという意見がありますけれども、今度の予算でも、こ

の間ずっと見たらわかりますが、６割、７割はね、財政的には国依存なんですよ、国、府の依存

になっているわけですね。それはもう決定的な、あの今の町の特徴なんです。そのことを抜きに、

いわゆる国のことを抜きに展望は語れないと言った方がわりやすいというふうに思っています。

そこで、お伺いしたいと思っているのは、もちろんちょっと話、戻りますけれども、加えて、

こういう非常に、なった中で、ここ２年ほど前からですね、１００年に一度の大不況ということ

で負ぶさってきたということです、それが、しかも日本の場合は､皆さんも、よく新聞等々ご存

じのように、ものづくり、いわゆる内需がふえるような施策、経済状況になっていなくて、外需

依存というような形で、なかなか日本の場合は、世界と比べても立ち上がりが非常に鈍いという

ことがいろいろな統計の中で出てきているということが特徴だっていると思います。そのもとで

の本町の状況ですから、大体推して知るべしという状況だと思います。

そこで私、二つの点でお伺いしたいと思っています。１点目は、そういう非常に取り巻く大き

な環境の中で、幾つか、この間、生活相談といいますか、お話を聞いている点についてお伺いし

たいというふうに思っています。ぐっと地域の各論に入りますけれども、一つは今回の予算の関

係でも出ていましたが、社協のかかわりでの質問になります。社会福祉協議会の問題です。一つ
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は学童保育は、加悦の地域の場合らしいんですが、移ると、学童保育が社協のもとで行われるよ

うになるということなんですが、この計画内容をお聞かせ願いたいと思っているわけです。それ

は、どういう形になるのかということ。それから、特に私が気になるのは、職員の待遇はどうな

るのか、最も大きな問題は、子供たちへのサービスですね、サービスが、対応が後退するという

ようなことはないのかどうか、この点が非常に気がかりですので、まず、お伺いしておきたいと

思います。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 今、伊藤議員さん、ご質問の社会福祉協議会へ学童が移るということでございま

す。これは野田川地域につきましては、今までから社会福祉協議会さんの方でお世話になってお

りました。これが加悦地域につきましては町が直営で運営をしておりましたけれども、今回、平

成２２年度に新たに社会福祉協議会さんの方に委託をさせてもらうということです。まず、人的

なことを申し上げますと、今、お世話になっていますスタッフそのものが、社会福祉協議会から

賃金等が払われるというようなことですし、また、場所については、今の場所で実施するという

ようなことでございますので、子供たちが今までと違うスタッフが来られて、新たな事業という

ことではない。今までどおりということで、ただ、運営主体が町から社会福祉協議会にかわった

ということで、特に子供さん等に不安を与えたり、ご心配をかけることはないというように思っ

ております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 移した理由は何ですか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この移した。加悦を直営から社協の方に変更した理由でございますけれども、今、

野田川地域で、先ほど言っていただきましたように、社会福祉協議会さんの方でやっていただい

ておりますので、そこが加悦地域についても拡大をしていただいても、それの延長上から言えば、

そんなに事業量的にもかわらないというようなことになりますし、また、その拡大した部分につ

いての人件費については、町の方が持たせていただきます。そういったことで、ある部分につき

ましては、やはり今までたくさんやっておられることの町内統一的なことが図れるかなというよ

うに思っておりまして、移させていただきました。これを逆に町が直営ですべてのものをやれと

いう、この逆の統一の方法もございますけれども、現在、先ほど言いましたように人件費相当分

も持たせていただいているというようなことから町内統一で、この学童についてもさせていただ

きたいということで移させていただきました。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今の話ではメリットは少しも見当たらないということですね。ただ、形の体裁が

一本化するというぐらいで、メリットというものが、もう一つ全然見えないんです。むしろ私は、

これから言いますけれども、デメリットの減少になるのではないかというふうに思っています。

いいますのは、本来、ご存じのように社協は、この数年ね、課題が非常にふえてきています。そ

れは一つは、やはり高齢化がね、どんどん進んできているという問題があると、社協の役割から

いうたら。そしてまた、子供の問題を取り巻く環境も非常にいい方向になくて、環境上よくない

ことも、どんとん出てきているという中で、社会福祉協議会としての役割が、そういう点では非
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常に大きくなってきているのではないかというふうに思います。

同時に、ご存じのように、また、国の問題か、全国レベルの問題になりますけれども、この間、

議会で取り上げてきた所得の、いわゆる低下、労働条件の悪化、それによってワーキングプアと

いうような世代といいますか、階層が生まれているということは、この町でも同じだというふう

に思っています。そういう中で、ますます社会福祉協議会の役割というのは、今後もどんどん広

がっていくというふうになることは明らかだと思います。この点で､私さっき言ったメリットが

わからないというのは、その点でメリットが見えないなということです。もし、このことについ

て課長、思いがあったら、なかったらいいです。そういうふうに、私は思います。組織を単純化

するという点では、それはメリットかもしれませんけれども、私は社協の役割からしたら課題が

今でも多過ぎるという点からすると非常に問題ではないかというふうに思っています。

次の質問に移ります。そのことの関係で、社会福祉協議会、社協の組織編成計画というような

ものが今、最近になって知ることができまして、僕もうかつだったんですけれども、聞いていま

すと、統廃合が今、旧３町に、地域に、おのおのあるんですけれども、それが統廃合の話が出て

いるという話がありました。もう少し具体的にいいますと、加悦支部が将来的にはなくなるとい

う話が出ています。この計画について、わかっていたら教えてください。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 社協の統合等についての報告なんですが、私のところなり町長の方に報告がござ

いましたのが、３月４日の日に報告をいただいております。その中では今、内容をいただきまし

たように、この本所機能を野田川地域の社協が持つということでございます。それから、岩滝に

つきましては支援事業所と、ヘルパーの事業所がございますので、そういった事業所を野田川地

域に持ってくると､仮に派遣する場合については、物すごい時間的なロスがあるというようなサ

ービス事業所を持っておりますので、そういった事業所部分については岩滝地域に残すというこ

とでございます。

それから、加悦地域につきましては、この職員２名おいでるようでございますけれども、その

職員さんが一応、ことしの６月に野田川地域に移られて、その後は、全くなしということではな

しに、来年の３月までは臨時の職員さんが加悦地域においでて、来年の３月いっぱいで加悦地域

を引き上げられると、このような変更になるということを、その３月４日に社会福祉協議会さん

の今後の計画の中で連絡をいただいておるところでございます。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） あまり長時間にわたって論議ができませんので、かいつまんで、本質的な論議に

なると思うんですけれども、社協の報告を３月４日に受けたという話がありました。この計画案

は、私が聞いているのではもっともっと前から出てたんではないかなと、担当の会議の中に行政

の担当課長らは行ってたんじゃないですか。だから、報告を正式に受けたかどうかは別にして、

これは以前からわかっていたことではないんですか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この社会福祉協議会の評議委員会に私も参画をしております。正式な回答につき

ましては３月４日と申し上げておりましたけれども、評議委員会はたしか２月２５日であったと

いうように思っておりますが、その日に会って、この中の、評議委員さんの中でどうしようかと、
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そういった今回、町の方に受けた内容のことが評議委員会で提案され、そして、どういった方向

でしょうかということで採決をとられたという結果でございまして、その結果、賛成多数で今回、

報告いただいた。先ほど報告させていただいた内容に決定をいたしております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 私、ここも、ちょっと納得できんのですよね。数で民主的に、そらされているの

かもしれませんが、別団体とはいえね。明らかに行政側がかなりの、その行政分野としての役割

を社協にお願いしているんですよね。当然、町としては、その絵は、当然、知っておかなきゃい

けないし、順調にやっぱり進んでいるかどうかも点検もしておかなければいけない。にもかわら

ず、このことが２月か３月に物事が出てきたような話をしていますが、それはもっと前から話が

出ていたんじゃないですか。話を聞いてると、もっともっと前から、この話は論議はされていた

という話をしていてるわけですよね。これには民主的な多数決で決めたという話でありますけれ

ども、私はいささか、これはちょっとまずいのではないかと､運営の仕方としては。

いやもう一つ、前段の問題だけ言っておきますね。私の意見は、加悦の支部は､加悦の支所で

すね、加悦の支所というのは、特性はね、皆さんも、もう大分、合併でよくご存じのようにね、

岩滝の５倍の面積ですよ。高齢者率が一番高いですよ。しかも山間僻地を抱えていますよ。先ほ

ど課長が答弁の中で出てましたが、効率的にするために岩滝には事業を置いてすると言ってるけ

どね。高齢者にかかわる施策は加悦に置かなければいけないんじゃないかと、効率的といえば、

そういう観点からして、僕は設置のあり方についても再吟味が要るというふうに思いますよ。い

かがですか。

議 長（森本敏軌） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 社会福祉協議会さんの方の考えとしましては、そういった相談業務については、

当然、支部があって、そこに相談に行かれる方もおいでます。しかし、社協さんの思いとしては、

そういったこと、電話連絡なり要請があれば、もう個人のお家まで出かけていくというようなこ

とを言っておられますので、そういったことから言えば、この今、利用されている方がどんどん

どんどん社協に常に行っておられるんじゃなしに、社協の方から出かけるという方針に、もう周

到、チェンジをされたと、なかなか出かけてこれないという状況がございますので、そういった

ことで、この１カ所に集めて、スタッフがたくさんおる状況で、例えば、ベッドのリースとかい

うのもスタッフがたくさんおれば、すぐ速やかに対応できるというような、マンパワーの、１カ

所におることのメリットがあるということをおっしゃられております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今の話は形の上では、そういう話があっても、実践的な面では、かなりリスクは

ありますよ。むしろマイナス面の方が強いと思いますよ。話を聞いてると必ずしも、先ほどの答

弁では採決をして採択をしたという話がありますが、棚上げになったという話も聞いています。

それは全部ぶっちゃけていいのかどうかわからないけれども、関係の、加悦の地域の区長さんら

が非常に苦情めいた言い方をしているという話を聞いています。そのことで区長にも、そういう

話をちょっと、２、３話を聞いたことがあるんですけれども、そういう非常に区長がなかったら、

支えなかったら今の状況だったらね、社協の運動は進みませんよ、事業は。区が働きをね、カバ

ーしないと今の社協の活動できませんよ。そういうやり方はね、もういささか私はね、強引過ぎ
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ると、これもどうなんでしょう。企画財政課長。直接、間接かかわらず、行革との関係で動いて

いることですか。いかがですか。

議 長（森本敏軌） 吉田企画財政課長。

企画財政課長（吉田伸吾） お答えをいたします。

町の行革大綱、そういったものの中で動いているということではないということでございます。

ただ、社協も合併しますと、一つの町に一つという決めがあるようでございまして、それに基づ

きまして、府からの補助金ですとか、そういったものが年とともに減額をされてくるというよう

なことはあるように聞いております。

議 長（森本敏軌） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今の財政的な支援の問題は、この近年もずっと変わらないという話を､この間の

論議の中では答弁されてましたよね、基本的に変わらないと、これからどうなるかという問題は

知りませんよ、だから、そういう点からすると、ちょっと勇み足といいますかね、軽はずみじゃ

ないかという気さえ、私は加悦の人間としては感じますね。これは、このぐらいにしておきます。

問題があると思うので、ぜひそこはやはり十分住民的なコンセンサスを得ながらすると、もう

１点は住民の皆さんも、いろいろな意味でも、やはり負担やいろいろな協力をしているわけです

ね、社協については、だから、そのことを抜きに運営することというのは民主的とは言えないと

思いますよ。

次の質問、もう１点はですね、時間がございませんが、ある時間でお話ししたいと思っていま

す。これは一般質問でも通告していた、俗に言う地域協議会の問題ですね、私、具体的な問題を

前回は触れていませんので、時間がありませんけれども、少し述べたいと思っています。この間、

お年寄りさんと出会うこともあって、いろいろと話を聞いているんですが、高齢化で隣が、前が

空き家になったとか、もう年寄り一人一人の家族だとかいう話が本当に多いんです。高齢化がど

んどん進んでいる。一般質問で言いましたが、四日、五日、人に出会ったことがないという人も

かなりいます。ですから、私はその集落に、やはり集える場が要ると、交流できる場が要るとい

うことを言ってたわけですね。このことは非常に共感を受けられて、ぜひそういうのをつくって

ほしいというのが、非常に各地から起きてきます。与謝の方でもそうですし、加悦奥でもそうで

すし、僕が行った後野もそうです。桑飼の方でも出てました。そういうことを、ぜひ検討が要る

のではないかと思っています。これはちょっとイメージがはっきりしないので、簡単に言えば小

さなふれあいサロンみたいなようで、なおかつあまりそういう形式張ったものではないんですけ

れども、そういうことが、ぜひやっていく必要があると、私はこの間、一人のおばあちゃんなん

かにも、よく出会うですけれども、栄養バランスまで、料理なんか大変だから、どうしても手抜

きになるという話が出てました。いろいろと昔の話を聞いていると、いろいろと知恵があったん

ですね、昔の方は。だから、そういうことも大いに生かした工夫が、現代バージョンで生かすよ

うな取り組みが集落ごとに要るんではないかと、区でなくてということが、私の思いです。

ぜひ、そういう検討をしてほしいなということと、もう１点聞きます。そのかかわっている

方々の人で､今まだ現役で、７０歳になっていない方なんですけれども、その方が言っていのは、

将来は集団で生活できるお年寄りも、中堅若手も、そういう家庭をつくりたいというふうに思っ

ていますので、そういうことは考える必要はあるかなと、いいことだと思っています。
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質問、お願いします。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 前回の一般質問でもお答えいたしましたれども、確かにそういう場所は必要だろ

うと思いますけれども、それをつくってほしいじゃなしに、その地域の人が話し合って、どこど

こさんで集まろうや、それがええな、そういうのを、そこの地域の若い人が、やはり音頭をとっ

てお年寄りに声をかけていくという、その第一歩から始まるんだと思うんですよ。場所をつくっ

て、どうこうじゃなしに、自分の家でいいわけですから、広い家を皆さんお持ちですから、それ

をみんなで回っていくような、そういうシステムづくりを、その地域から始めていただくという

ことが大事かなと思いますし、そういうご意見を、やはり今後、いろいろな場所でみずからがし

てくださいよというような呼びかけ、意識づけ、そのことによって、少しでも気分が晴れるよう

なことがあったりするということになると思うんですよ。何々してくださいという、その考え方

を、やはりそこで何々しようという考え方に変えていただくような働きがけ必要ではないかなと、

それは、もう今はそうなってしまったというか、お一人で過ごしている方がやるということは難

しいでしょうけれども、隣近所の方がやはり目配りをして、たまにはうちへお茶を飲みに来ない

なというようなところからの始まりが必要じゃないかなというふうに思っております。それがや

はり、その地域で自助、共助の中の大事な視点ではないかと思います。

お答えにはならなかったかわかりませんが。

７ 番（伊藤幸男） 終わります。

議 長（森本敏軌） ほかに質疑ありませんか。

野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、２回目の質問をいたします。

まず、建設課長に質問します。町営住宅の建てかえですが、マスタープラン、合併しましたの

でつくり直すということで２１年度の計画になっていますので、もうできているというふうに思

いますが、ストックという名前だと思いますが、どういう方向性になっているのか、中身につい

て質問します。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。

新町になりまして、町営住宅のストック総合活用計画というふうなものがつくられておりませ

んでしたので、この平成２１年度で、私どもの方で調査させていただいて、そういうふうな案づ

くりをしておりました。今、合併当初、町営住宅につきましては３４７戸ございました。公営住

宅全体、いわゆる府営住宅と町営住宅を合わせますと府営住宅は３３７戸、町営住宅が３４７戸

ということで、合計で６８６戸ございました。この中で新しい、今後１０年間の町営住宅のあり

方について検討させていただいております。これにつきましては、今、与謝野町として、どうい

うふうな環境になっているかというふうな点からでございます。府営住宅と町営住宅

を合わせました世帯数に占める割合といいますのは、与謝野町では８．２％というふうな数字が

出ておりまして、京都府全域では公営住宅が３．６％というふうな状況でございまして、与謝野

町が非常に高い公営住宅の率だというふうになっていることがわかりました。今後、この部分に

つきまして、どういったとがいいのかというふうなことで、推計方法をもとにしまして、与謝野
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町の町営住宅の戸数につきまして算出をしております。まず最初に、町営住宅、いわゆる公営住

宅自体が、大体、世帯数に対しての割合が高いというふうなことから、二つの方法によりまして、

その平均を出させていただいて、先ほどの３１５戸というふうなものを算出をしております。一

つ目は世帯人員の低減差で平成３０年の世帯を割り出すというふうな方法がございます。平成

４年から平成１８年の平均世帯を求めますと、年々縮小していくというふうなことになっており

ます。例えば、平成４年の総人口は２万６，６７３人でございまして、世帯数が７，７８２世帯

でございます。平均世帯人員につきましては、３．４２８人というふうな数字が出てまいります。

それから、平成１８年の総人口につきましては２万５，５２９人で、世帯数が８，９４２世帯と

いうふうになっておりまして、平均世帯の人員は２．８５５人というふうな数字が出てまいりま

す。それを平均しますと、年間に０．０４１人縮減をしていくというふうになっておりまして、

平成３０年の総人口が２万１，４２３人になるだろうというふうに言われておりまして、それの

平均世帯人員は、今までの平成１８年以降、先ほどの０．０４１人を縮減していくということに

なってまいりますと、平均世帯の人員は２．３６３人というふうな人員になってくるだろうとい

うことで、それを割りますと９，０６６世帯ということになります。

それから次に、もう一つの方法というのは、世帯の増加数を割り出して平成３０年の世帯数を

割り出すというふうな方法がございます。これをやっていきますと、先ほど言いましたように平

成４年の人口が２万６，６７３人、世帯数が７，７８２世帯ということなんで、平成１８年が

２万５，５２９人で、世帯数が８，９４１世帯ということから、１，１６０世帯ふえておるとい

うことになります。それを平均しますと１年間に８３世帯ふえるということになりまして、それ

は平成１８年からずっと平成３０年まで加算をしていきますと、９，９３８世帯というふうな状

況になります。このようなことで、推計的にも大きく違うというふうなことから、旧来通ってお

りました方法で、いわゆる、これを２分の１をするというふうなことでもっていきますと、平成

３０年には９，５０２世帯になるだろうということでございます。この９，５０２世帯に平成

２０年の入居戸数が２９６戸になっておりまして、その２９６戸から８，９４２世帯を割ります

と３．３１％というのが出てまいります。このパーセントを、この９，５０２世帯に掛けますと、

住宅数として３１５戸というふうなことが出てきまして、私どもといたしましては、平成３０年

につきまして３１５世帯を目標にさせていただきたいというふうに思っております。以上で、説

明とさせていただきます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） このストックは町営住宅の建てかえの計画だと思うんですね。今、１０年後の町

営住宅の戸数について説明してもらったわけですが、その目標に基づいて今後、現在の町営住宅

をどういうふうに建てかえていくのかという計画だというふうに理解しているんですが、それは

どのようになっていますか。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 次に、今、じゃあほんならどうするのかというふうなことでございます。先ほど

も言いましたように３４７戸、町営住宅があったということでございますけれども、現在、老朽

化した住宅の部分につきましては、いわゆる取り壊しをさせていただいておりまして、平成

２１年度では３３３戸ということでございます。この数字をもとにしまして、そういうことにな
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ります。

それから、今現在、耐用年数を超えていな住宅というのが１８５戸ございまして、３１５戸か

らいきますと１３０戸の住宅建設が必要だということになります。

町営住宅といいましても、いろいろな、例えば、戸数があるだろうというふうに思っておりま

して、例えば大きな、３０戸を超える住宅を抱えておる地域もあるだろうというふうに思ってお

ります。そういうふうな中で、それぞれ、そこを例えば、そこに新しい住宅を建てるという場合

になりますと、当然、今、住んでおられる方をどういうふうなことでやっていくんだろうかと、

一たんどこかにお住まいをしていただかんなんというふうなこともございまして、そこのところ

が今、ストックの関係で、これから、そこの部分については、議論をしていかなければならない

だろうというふうに思っております。したがいまして、今の住宅の部分につきましては、今

３１５戸だというふうなことをさせていただきましたので、今度、この３１５戸を実際、どうい

うふうな格好で建てかえをしていくのかいうことを、今現在、調整をしておるというふうな段階

でございます。今、野村議員の方がストックの部分について、活用も含めてのストックと違うか

というふうなことをおっしゃいましたけれども、今、ようやく３１５戸というふうな数字が出て

まいりましたので、今後、その３１５戸について、どういうふうな格好で土地利用も含めて調整

をさせていただければいいのかというふうなことを考えていきたいというふうに思っております。

すべて活用方法についても、今、きちっとしたことができておりませんので、この３１５をも

とにして、今後、建てかえ計画をしていきたいというふうに思っています。まだ、すべての部分

が完成したわけではございません。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） これは、先日、補正で減額がね、収入の方の、出てきました。そういう国でした

か、府ですか、予算を受けて事業がされているんですよね、違いましたか。減額で出てたん違い

ますか。後でいいです。

要するに、今年度中に、このストックの計画というのは、そういう３１５戸にするために具体

的に、どの団地が老朽化が一番激しくて、どういう形でそれらを建て直していくというふうなこ

とまで、当然、出てくるんだろうというふうに思っておったんですが、今の話では、まだこれか

ら、そういうことが始まるというふうに受けとめれるような答弁だと思うんですが、それでいい

ということでしょうか。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

この町営住宅のストック総合活用計画の業務につきましては、先ほども申し上げましたように、

国の補助だとか、そういうふうなものをもらわずに、私どもの独自でやらせていただいておりま

す。したがいまして、例えば補正で減額をされてるだとかいうふうな部分につきましては、この

ストックの活用ではなしに、耐震の関係だとか、そういうふうな業務の関係について、国の方か

ら補助をもらっていたものを、できなくなったので減額させていただいたというふうな内容でご

ざいまして、この部分については、どこのコンサルにも渡さずに、うちの方でつくらせていただ

いてもらっておるというふうなことでございます。

したがいまして、というのは旧町でいろいろなストックの環境をつくっておられますので、そ
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れを利用させていただいた方が、それを利用させてもらっても、できるん違うかということで、

私どもの方は思っておりまして、それにもとづいて、これもほかのコンサルに委託するのではな

しに、うちの方でやっていくというつもりでさせていただいておりました。ただ、今おっしゃい

ましたように、活用するについて、例えば、大きな団地を、さっきも言いましたように新しくつ

くろうと思うと、当然、今、住んでおられる住人の方をどういうふうな格好でやっていくのかと

いうことも含めてのでないと、この計画自体は成り立たないというふうに私は思っておりまして、

そこのところをどういうふうにしていったらいいのかということで、ちょっと時間が足らなくな

ったというふうな状況でございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 旧町のとき、例えば、野田川のときに、既にもう建てかえ事業を始めてたわけで

すね。だから、今、課長が言われたようなことは、野田川のときにしていたわけですよ。二つの

大きな団地を建てかえましたからね、もうそのときに、どういうふうにしたらいいかというふう

なことも十分検討されて、そのときはストック前の建てかえでしたかね、マスタープランだと思

うんですが、それを引き継げば、今の問題というのは、おのずから結論が出てくるんだろうとい

うふうに私は理解しています。建設課長には、再度お聞きしたいのは、２２年には、それでは、

どこまで、これについては事業を進められるおつもりなのかということを再度、お伺いします。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えをしたいというふうに思います。

２２年の部分につきましては、じゃあほんならどういうふうにしていって、今の住宅をどうい

う格好で建て直していくのだというふうなことを、いわゆる活用の部分について、引き続きやっ

ていきたいというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） そしたら、２２年には具体的に、どこの団地から、どういうふうに建てかえてと

いうことが固まって、実際、始まるのは２３年からというふうなことでいいでしょうか。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） お答えしたいというふうに思います。

先ほど、申し上げましたように、大きな住宅の部分をどういうふうにしていくのかといったこ

とについては、地域の方とも十分調整をしなければならないというふうに思ってますし、また、

これは利便性も、ある程度考えながら、どの地域に、どういうふうな格好にするのかというふう

なことも私は必要だというふうに思ってますし、ある地域では、例えば道路計画と一緒になった

ような、例えば計画をしなければならないだとかということだって、当然、私は考えられるだろ

うというふうに思っておりまして、そういうふうなことを考えていかなければならないと思って

いますし、当然、そういう人の場合については、アンケート調査って、私は必要だと思ってます。

将来的に、ここにおられるのがいいのか、それとも違うところに移られるのか、そういうことだ

って十分に地域の人と、今、入っておられる方と十分調整をする必要があるだろうというふうに

思ってます。そうなってきますと、やはりある程度の時間、うちの土地の利活用も含めての話で

ございますけれども、そういったことと十分、重複した考え方を持って調整をして、建てかえ計

画を立てていくというふうなことが必要だろうというふうに思っております。
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先ほど言いましたように、平成２２年には、そういうふうな、この計画というのを立てていき

たいというふうに思っておりますし、さっき言いましたように、じゃあその人らをどこに、どう

いうふうに、例えば、住んでいただくところを確保するのかというふうなことだって、当然、必

要だろうということを思っておりますので、そういうふうなことも含めて調整をさせていただき

たいというふうに思っています。ただ、このアンケート調査も１回やるのではなしに、やはりや

っていく中で、個人さんの意向も含めて調査はしていきたいというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今、課長が答弁されたのは、そのとおりだというふうに思います。ただし、その

一方で、現在の町営住宅で大変老朽化している、そして言われたように、もう歯抜けになってき

ているという、そういう事態が一方ではあるわけですね。ですから、住んでおられる方にとって

は、将来どうなるんだろうという不安が、物すごくあるわけですよ。だから今、言われたことは、

そのとおりなので、その両面からいくと、早急に、その住宅地に住んでおられる方に、今、課長

が言われたようなことを始めるという、町として、そういう、この建てかえ事業として、住民の

意向もくみながら、始めますという姿勢が見えるような取り組みを、これはもうすぐに始めてい

ただくと、来年度に入ってということが、必要だろうというふうに思ってますが、これいかがで

しょうか。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 今おっしゃいましたように、両方の面から考えていく必要があるだろうというふ

うに思っております。

したがいまして、じゃあ今、住んでおられる方がどうしていきたいんだと、じゃあどうなるん

だろうということも含めて、検討していかなければならないというふうに思ってますし、これは

一つのまちづくりというふうな中の一つの施策上の重要なポイントになってくるんかなというふ

うに、私は思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 最後に町長にお伺いします。

今、言いましたように、例えば旧野田川町のときには、もう計画ができて約半分の団地、予定

の半分の団地が終わったかなという感じだったと思うんですが、合併で途絶えたわけですね。

４年間ずっと待っておられるわけです。でも高齢化がかなり進んで、その団地の自治組織といい

ますか、環境を維持することも、いわゆる草刈り等々ですね、もう本当にできないという状況ま

でいっている。例えば大藪団地でも、かなり戸数が減ってきているのに加えて高齢化ということ

で、ですから、そういう意味では、まさにそこに住んでおられる方々が元気が出るように、将来

の、どういうふうに今、町が考えておるのかということを早急に取り組みを始めていただくとい

うことが必要だろうと思っていますが、同時にお聞きしたいのは、そういう問題というのは、全

国で起っているわけですね、公営住宅で、もう高齢化というのが、今は深刻な問題になっていま

す。いわば、単に昔の方の住宅の建てかえというだけではなくて、そういう住宅としての機能を

どういうふうに維持していくような建てかえ計画にすればいいかという、いわゆる１回入って、

あとは高齢化でずっと進むということではなくて、将来的に高齢化になりにくいような建てかえ

計画、これが必要ではないかなというふうに思っています。そういう意味では例えば、山王下に
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つくられたように、一つ大きな３階建てをつくって、やっていくような形では、これはあまりふ

さわしくないのではないかというふうに思っています。

環境対策等々、今まで言ってきたことから考えても、今、１００年住宅等々が国の方でも進め

られています。まさに木材の方が、いわゆる二酸化炭素等の環境負荷も少ないと、しかも長もち

する家もつくれる技術ができているということを考えても、すべてもう全部一遍にコンクリート

でつくり直すということじゃなくて、今言ったようなことも含めて、部分的な建てかえをしなが

ら、住宅の機能が、全体として維持できるような計画にする必要があるというふうに、私は思っ

ていますが、こういう点についてはいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 旧町のときには、野田川では、そういうマスタープランをつくってやってきまし

た。それぞれの町が、やはりそうしたものがあるわけでございます。先ほど、課長が言いました

ように、確かに、その当時、そういう形で考えてきたことが、今見ると、また違った面が出てく

るということもあるでしょうし、当時は、やはりただ年いった方ばっかりが入るんではなしに、

一つの町営住宅を建てる中に１階、２階、３階というような形で、いろいろな年代の人が入って

いただけるようなという、そういう考え方もその当時はあったわけですし、もう一つの町営住宅

は棟によってひとり暮らしの方、あるいは家族のある方というふうな、そういう分け方で町営住

宅を建設したのもありますし、いろいろな考え方があろうかと思います。

先ほど課長が申し上げましたように、土地利用のことも考えながら、全体の中で絵を書いてい

くという場合には、例えば野田川にあった計画、それをずっと進めていくというんではなしに、

やっぱり全体の中で考える必要があると思いますし、それらのことについては、できるだけ早く

方向性が見出せるようなふうにやれればいいなというふうに考えております。いつまでというこ

とは、なかなかこの場で申し上げることはできませんけれども、考え方としては老朽化の進む町

営住宅の建てかえ、あるいは全く、その場所に建てないという選択も、野田川のときもあったと

思います。ですから、そういうことを町全体の中でやっぱり考えていく必要があるのと。先ほど

課長が申し上げましたように、やっぱり地元の方たち、入っている方たちがどうする、どういう

お考えをお持ちなのかというふうな、また、その地域がどういうふうなお考えをお持ちなのか、

それらもやはりあわせて考える必要があるんではないかなと思いますので、もう少しお時間がい

ただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 西原建設課長。

建設課長（西原正樹） 議員の質問の中に、私が申し上げたいのは、例えば、大きな３階建てのマンショ

ン的なやつを建てるのか、例えば土地があるさかい、例えば、そういうふうな二個一だとか、そ

ういうふうにするのかにつきましては、土地の、やはり利用条件が必要だろうというふうに思っ

ております。当然、こういうふうなビルのやつを建てると、建築工事費も高くつきますし、そう

いう意味合いからいうたら、二個一だとか、そういうふうなものをやっていく方が建設費用とし

ては安くなるだろうというふうに思っておりますけれども、今度、そういうふうな場合にはつき

ましては、土地がたくさん必要になってきます。そうなってきますと、用地買収も必要になって

きますし、その土地を購入する費用も含めての、やはりどっちがどうなんだということも含めて、

考えていかなければならないだろうというふうに、私は思っております。
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したがいまして、さっき言いましたように、土地をどういうふうな活用をしていくのかによっ

て、この建て方も変わってくるのかなというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほど、ちょっと不適切な発言の言い方、言い方が不適切だったこと、ちょっと

訂正しておきます。

課長がおっしゃいましたと、議員がおっしゃいましたというつもりが、ちょっと混乱しました

ので失礼しました。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 土地の利用の問題もありますけれども、もう一方では、先ほど言いましたように、

団地機能がずっと継続できるような意味からいっても、今言いましたような二個一がいいのか、

私はどっちかいえば１戸建てを希望するわけですが、そういう形で、１カ所の団地を全部つくり

直すという形でない方が、今は求められているのではないかと。もう１カ所の団地、全部建てか

えるということになると、一番最後に残されたところはもう少なくても、もう１０年以上後とい

うことになっていくのでしょうか。そういう意味では、それまで待てるのかという問題も出てき

ます、そんなことも考えてですね、ぜひご検討いただきたいと思います。

それで、町長にもう１点お伺いしたいのは、先ほど課長が言われました、道路計画と一体でと

言われましたが、まさに私とこの地元の大藪団地はゾブ川をつくるときに横に道路をつくられて、

あとそれに橋をかけて、三河内明石線まで抜くという目的を持ってつくられました。その真ん中

に団地があるわけですね。ですから、そういう団地そのものもですし、その地域の状況等々も考

えて、早急にそういう計画、あるいは始めていくという、そういうことが必要だろうというふう

に思っていますが、この点については、どのようにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 先ほど申し上げた、それらを含めての状況判断というか、が必要だというふうな

意味で、その地域に住んでいる方たちのご意見だとか、その土地の形状だとか、状況だとか、そ

れらを、やはり含めた中で検討する必要があるというふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） よろしくお願いします。

次に、入札の制度について質問します。

以前、入札制度については、この間、透明性を高め、あるいは公平性を高めていく形で努力を

して、毎年、毎年、変えていただくというふうなところで取り組んでいただいております。お聞

きしたいのは、以前一般質問でも言いましたが、小規模の事業を発注する場合の、この制度につ

いて、現状はどうなっているのか、これは総務課長になりますかね、お聞きします。

以前の答弁では、提案しましたようなことと同じような形で、現在やらせていただいていると

いうふうな答弁だったというふうに思います。こういう小規模の事業など、いわゆる工事や物品、

リースその他ですね、そういうものの入札の制度というのは、現状はどのようになっていますか。

議 長（森本敏軌） 大下総務課長。

総務課長（大下 修） 入札制度につきましては、ご存じのように土木関係といいますか、工事関係が入

札をしておりまして、物品等につきましては、見積もりで低価格の方にお世話になっとるという
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ことでございますので、入札の制度と、その物品等の購入については、ちょっと若干違うという

ふうに思うんですけれども、町が発注します少額と言われますのは、どの程度のものかわかりま

せんけれども、１３０万円以下は随意契約ということでしております。それにつきましても、現

在、町の方に登録といいますか、指名の参加願いを出していただいている業者で、見積もりを提

出していただいて、最低価格のものと請負契約を締結しとるという状況でございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 以前、野田川のときに取り上げたわけですが、例えば、電気関係の工事の場合で

すね、指名願を出すのに、かなり費用がかかると、実際にそれを、指名願を出して受注しようと

しても、ほとんど額としては少なくて、大変な負担があって、効果が少ないという話がありまし

た。この全国的に今、言いました小規模事業の発注の制度ですね、これが進んでまして、一方は

簡単な手続で登録ができると、だから経審等々のことを、経費かけてとらなくても、簡単な登録

で今、言われました対象事業者として町が認めてもらえると。だから、受注機会が、地元の業者

の、もう一方の受注機会がふえるという、こういうメリットがあるということで、今、全国的に

もかなり広がっておるんですね。今、言われました工事であれば１３０万円以下は、そういう経

審等々、そんなことをしなくても希望の業者が登録、もちろん一定の基準での書類は出さんなん

ですけれども、費用をかけなくても登録はできるという形でやられてます。物品については

８０万円とかですね、リースレンタルは４０万円、その他５０万円と、町によって、この金額は

違うわけですけれども、いずれにしても、こういう厳しい中で、いかに地元の業者に効率よく負

担をかけずに発注していくかという制度を、引き続き努力していただく必要があるというふうに

思ってますが、今、言うたような点について、総務課長、いかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 総務課長。

総務課長（大下 修） 野村議員からは、以前からも同様のご意見といいますか、伺っておりまして、私

どもの方も土木関係の、建設課関係だけなんですけれども、ちょっと調べて見ました。ただ、野

村議員さんがおっしゃるのは、受注機会が大変多くあるというふうな意味合いではないかなとい

うふうに思っておるんですけれども、建設課が２１年４月から２２年２月までに随意契約で発注

をしたのは土木系が２０件と建設が４件、合わせても２４件でございます。そのうち３０万円以

下の少額は２件、５０万円以下は９件、それから、１３０万円から５０万円が９件ということで

ございます。

それで一方で、町の方に登録していただいております土木のＤ級業者さんは９社ございます。

それから、建築で申しますと、一番下がＣ級なんですけれども１０社ございます。それで、今、

申し上げました工事の本数を言いましたも１社、土木の方では２社足らず、それから、建築の方

では全く回っていないというふうなことでございますし、それから、当然１３０万円以下の随意

契約でございましても、見積書を提出いただいて最低の方で競争をしていただいておるというこ

とですので、多分といいますか、この９社全部が公平に２０本は分けているというふうな状況に

はないというふうに思います。

それから、総務課の消火栓工事８０万円で前後でございますけれども、この業者は水道の施設

で、それもＣ級で９社ございます。２１年度は１６本程度しとるわけですけれども、これについ

ても、見積書を提出いただきまして、最低の業者で抽せんといいますか、最低価格で同時でした
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ら抽せんというふうなことのなっておるのが現状でございます。

それで、ご提案の指名願を出さずに申請というふうな形でというふうなことをおっしゃいます

と、このように登録されている業者さんもこういう、今、申し上げたような実情でございますの

で、なかなかそちらの方からも理解を得られにくいと思いますし、やはり入札につきましては、

登録制を取っておりますので、現在のところ、そのように実施をしたいというふうに思っており

ます。

物品につきましては、地元業者を当然、使っておりますし、町内で扱ってない物品もございま

すので、その点は、町外になろうかと思いますけれども、庁舎内の備品、それから、用紙等につ

きましては、すべて町内の業者で、それも見積もりを徴取して、最低の業者さんと契約をさせて

いただいておるというのが現状でございます。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今回、そういう調査をしていただいて、件数等々を今お答えいただきました。ほ

かの自治体に比べて、非常に今、言われた件数というのが少ないわけですね。先ほど言いました

ようにほかの自治体、工事でも１３０万円、同じぐらいのところでやられとるわけですけれども、

そういう意味でいえば、まだ件数を聞いただけで具体的な内容まで、今はわからないんですが、

今、言われた対象がちょっと違うんじゃないかなという、もっと幅広いところに、そういう制度

等が導入されれば対象になっていくのではないかなというのを今、聞いた段階では感じました。

それは今後、継続的に、私も研究しながら取り上げていきたいというふうに思います。

最後に、残された時間でリフレの問題について質問します。

この問題は、いろいろな議員から今議会でも一般質問でも取り上げられました。私はですね、

今までの話を聞いていて、これは前回、去年、委託、指定管理の提案をされたときにも言いまし

たが、一つの大事なことだと思っていることが、リフレの施設が当初、食と健康の拠点の施設と

して計画されて、そして始まった内容から、だんだんずれてきているという、こういうことが非

常に大事な問題だというふうに思っています。そういう意味では、今回、再提案されるについて

も、元に戻した形で本来の食と健康の拠点施設、そして、地元の農作物等々とのかかわり、そう

いうことをもう一度復元していく、このことは非常に大事だというふうに思っています。そうい

う意味では、例えば、お湯を取り入れるにしても、少なくともハーブを、やはりあそこで栽培し

て、そして、それを使っていくような施設にするということは、私は大事なことだろうというふ

うに思っています。

先ほどからありましたように地元の農業にかかわっている団体も支援したいと、そして、ほか

の農業の事業の拠点としても、していきたいというふうな話がありましたが、まさにそれは、こ

のリフレの本来の、当初の目的からいえば一番ふさわしいような形態ではないかなというふうに

思っています。これらについては、どこに質問したらいいでしょうか、農林課長ですかね、町長

ですか、農林課長でいいですか、お聞きします。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

議員おっしゃいますご意見というのは、私どもも、そのとおりだというふうに思っております。

そのとおりだというふうに申し上げますのは、いわゆるリフレかやの里が１０年前に設立をされ
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て運営をされた当時からして、やはり地元に非常に愛され、行きやすい施設である施設が、そう

ではないとは言い切れませんけれども、だんだんそのことが薄れて、運営に走られたというよう

なことは、やっぱりあったのかなというふうに思っております。地元の方々も、それは見ておら

れまして、そういうことも含めて、今回、地元の方々から、自分たちも参画をして、地元参画型

の運営をやっていきたいんだというのは、その気持ちのあらわれなんだろうというふうにとらえ

ておりまして、再スタートをしていくには、そういった地元の方々の参画を含めたものに、ぜひ

するべきではないかというふうに思っております。

その点で、議員の言われます趣旨とは合うところがございます。

それから、ハーブにつきましては、リフレかやの里を周辺の生産者の方々と一緒になってやっ

ていく上でのハーブも一つの選択肢というところにはあろうかというふうに思いますけれども、

その当初ございましたような、ハーブを一色で埋めていくような、そういった運営方法というの

は一度、いわゆるリタイアしておりますので、それを再度復活してというところにはちょっと無

理があるかなというふうには思います。

ただ、まだ生産していただいている方もおられますし、いろいろな浴槽以外にも使い道という

のはあると思いますので、それは一つの選択肢において、今後も考えていくべきではないかなと、

そういうふうに思っております。

議 長（森本敏軌） 野村議員。

１ 番（野村生八） 先ほど取り上げました命の里事業でも間伐を進めるということですし、ほかの事

業でもですね、あれは滝でしょうか、与謝でしょうか、事業の関係で大変な竹が出るというふう

なことも聞いています。そういう今から山にどんどん入って、それを保全しなければならないと

いう関係、あるいは、今、そこらじゅうで、ふもとの竹を切るようなこともされてますね。そう

いう事業は進めていかれるわけですが、問題は、その切ったものの処理ができないということで、

そのまま倒しておりますと、二酸化炭素以上の温室効果ガスが出るという問題もありまして、私

はもう１点として、例えば、お湯を再開するにしてもですけれども、やはり以前のような化石燃

料ではなくて、そういうものをたけて山を守っていく、その拠点としての効果があるような形で

のボイラーの使い方ですね、これにする必要があるというふうに思っていますが、課長はどうの

ようにお考えでしょうか。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。

いわゆる木質利用の、例えば浴場の再開というのもご提案ということでございます。木質利用

ということについては、これを選択肢から外すつもりはございません。それも一つの方法かとい

うふうには思っております。

ただ、コスト的なこと、それから、その方法で本当に続いていけるのかどうかという点、いろ

いろほかの方法との比較もしながら検討しなければならないことではないかというふうに思って

おります。

いろいろなご意見がある中で、浴場部門をどのようにするのか、ここが最大のポイントでござ

いますので、おふろを再開するのかどうかということから、もし再開するのであれば木質利用、

そのほか議員皆さんから提案いただいております、給湯方式なり、灯油方式、あるいは運び場方
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式、それから従来、現在、重油を利用した施設もあるわけですので、それら全般を比較検討して

いくことになるのではないかと、このように思っているところでございます。

１ 番（野村生八） 終わります。

議 長（森本敏軌） ここで、暫時休憩します。

４時２５分再開します。きょうは５時にはしまいたいと思いますので、あと一方ぐらいなるか

と思いますが、よろしくお願いします。

（休憩 午後４時１０分）

（再開 午後４時２５分）

議 長（森本敏軌） 休憩を閉じ、会議を再開します。質疑を続行します。

谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） それでは、新年度の予算につきまして、何点か質問をさせていただきます。

今回は、４月の選挙を控えまして、骨格予算であるということであります。私はそこで、６月

の補正で肉づけをされると思うんですけれども、非常に今、景気が厳しい状況の中で、決して停

滞は許されないということで、経済対策について、６月の補正で肉づけをされると思うんですけ

れども、ぜひお願いしたいことやら、何点かの質問をさせていただきたいというぐあいに思って

おります。

まず、金融政策についてお尋ねをしたいというぐあいに思います。１６１ページの経済危機対

策として商工業の金融支援事業で経営安定化のために利子補給として１，０００万円計上されて

あります。これは昨年より追加された政策でありまして、従来は、設備資金にしか利子補給がさ

れてなかったのが、私も何回か、お願いをしまして、運転資金にも利子補給制度が設けられたと

いうことでございまして、私はその点、大変ありがたかったかなというぐあいに感じております。

しかし、この状況を昨年１年間振り返りまして、どれぐらいの申し込みの件数があったのか、実

際、執行されたのはどの程度なのか、まずその点についてお尋ねしたいと思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

ご指摘の利子補給制度でございますけれども、本年も１，０００万円の不況対策ということで

予算計上をさせていただいております。これにつきましては、ご承知かと思いますけれども、

２２年３月末までに借り入れをされた方ということになっておりますので、今回の１，０００万

円につきましては、その段階で融資を受けられた方に対して、１年間の部分に対して利子補給を

するというものでございますので、予算計上させていただきましたけれども、２２年４月以降で

この融資を受けられた方につきましては該当しないということで、時限立法でございます。その

辺はご了解いただきたいというふうに思います。この辺につきましても、６月補正つきまして、

どうあるべきかということにつきましては、今後、議論をしていく内容かと思いますけれども、

去年の５月に経済対策を出させていただきました要綱につきましては、２２年３月末までの制度

ということでご理解いただきたいと思います。

ちなみにご承知のとおり、運転資金も対象とした利子補給ということでございますので、現在

のところ２月末でございますので、もう少し件数がふえるかと思いますが、１３０件の補助額と

しましては、現在６４０万円の確定を打たせていただいておりますので、今後もふえていくだろ
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うというふうに思っています。以上の状況でございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 私は以前、一般質問の中でも申させていただいたんですけれども、先ほど言いま

した与謝野町の企業活性化支援利子補給制度につきましては、設備資金にかかわるものについて

は３年の利子補給が受けれると、しかしながら、新設された経営安定化資金ですか、これについ

ては、先ほどちょっとおっしゃられましたけれども、１年間しか利子補給は受けられないと、こ

ういう制度でございます。しかしながら、前回の一般質問でも申しましたように、お隣の京丹後

市さんは、毎回申請をすれば利子補給制度が受けれるというぐあいに聞いておりますし、毎回す

るというのは非常に手間なことではありますけれども、現下の大変厳しい経済状況をかんがみた

ら、それぐらいの手間は当然されるでしょうし、私も当然、これは本年度の予算、先ほど言われ

ました前年度の対象者に対しての利子補給の金額でありますけれども、ぜひ３年ぐらいは継続し

て、この経営安定化緊急利子補給ですか、これはやってほしいなというぐあいに思っております

ので、ぜひそれは要望としてお願いしときたいというぐあいに思っております。

次に、１９７ページになりますけれども、京都府の市町村の企業誘致推進連絡会の会議費の負

担金ですね、これにつきまして、ちょっと若干お伺いしたいというぐあいに思っております。

これは毎年、こういう会議が開かれるんであろうというぐあいに思うんですけれども、それに

対しての負担金であろうと思うんですけれども、行かれているのか、行かれていないのかは存じ

ておりませんけれども、何か北部に対してですね、企業誘致の問題で、何か新しい情報なり、京

都府の方から提案なり、そういうものがありましたら、お聞かせをいただきたいというぐあいに

思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 市町村連絡協議会負担金８万円にかかわりますご質問でございますけれども、

具体的には大きな柱としましては、ここに加盟しました企業誘致を推進していきたい市町が集ま

りまして、情報交換をする場を持っております。

また、先進地視察も年に１回ありまして、担当レベルで見聞を広めていくというような取り組

みに参画もさせていただいております。また、具体的なものとしましては、機会あるごとに申し

上げておりますが、与謝野町において一定、企業誘致候補地というものを、この協議会の方に報

告をしております。この協議会は京都府が事務局を持っておりますので、そこに情報提供をする

ことによりまして、そこを求めてくる企業に対して情報提供し、そして、そこのあたりの情報が

うまくあえば具体的な誘致の交渉に入っていくというような形で組織立てをしていただいており

ます。北部につきましては、そんなような状況ではありますけれども、なかなかそこまで企業側

が進出の意向を示しているというような事例はございませんけれども、この組織に入ることによ

りまして、万が一でもこのチャンスに情報をいただけるような中で、加盟をしながら引き続き誘

致の方には全力を挙げていくという形で進めているところでございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） この企業誘致にしましても、私、元来、前から言っておるんですけれども、当然、

３町合併して多少のスケールメリットは得られたんですけれども、当然この与謝野町だけで企業

誘致を考えるというのは大変無理があるというぐあいに私は思うんですね。ですから、ぜひ、例
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えば京丹後市さんとか、宮津市さんとか、そういう市町村と連携をとっていただいて、それでも

確かに企業誘致は難しいと思いますけれども、こちらの方から、かなり京丹後市さんにお勤めに

なっている方も多数ございますし、また、反対に福知山方面でも通勤可能でありますから、ぜひ

もう少し幅広い範囲で、この企業誘致というとらまえ方を京都府に、ぜひ対応していただきたい

ようなことをお願いしときたいなというぐあいに思います。

町長は、例えば近隣の市町村の首長さんとこういうことについてのお話し合いの場を、ぜひ持

っていただきたいなというぐあいに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） なかなか２市２町の首長が集まって話を持つという機会が少なくて、いろいろと、

一月に一回ぐらいはと前は言ってたんですけれども、なかなか難しい状況です。だけど１回、一

度、こういうことについても議会で、そういう話があったので、一つ丹後全体で考えた場合にど

うかという点について、お互いに協力できる点があればしていきたいと思います。そのほかには、

丹後観光のキャンペーンですか、そういった状況の中では、お互いに協力しながら観光地の、あ

るいは自分の町の特産品のＰＲ等々をしておりますけれども、企業誘致という形ではしたことは

ないので、それも一つの案かなと思いますので、一考させていただきたいと思います。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 私は、先ほども申しましたように、この景気と雇用を守ると、雇用を維持をする

というのは、本当に喫緊の課題だろうというふうに思うんですね。６月でどういう補正を組まれ

るかちょっとわかりませんけれども、これは切れ目なく対策を打っていかないと大変なことにな

るというぐあいに思っておりますので、ぜひ、その配慮をお願いしたいと。

それと、以前、１２月議会の一般質問で、私、地元の誘致企業を何社が回らせていただいて、

いろいろなお話を聞かせていただいたというような、一般質問をさせていただきました。その質

問の答えに、町長に、ぜひこの誘致企業さんですね、回っていただいて実情を聞いてきてほしい

というようなことを言わせていただきました。行かれたと思うんですけれども、ご感想をぜひ聞

かせていただきたいなというぐあいに思います。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） 前回といいますか、前にも、それぞれの、すべてはないですけれども、特定のと

ころは見させていただいたことがあったんですけれども、今回は５社行かせていただきました。

非常に、どの企業も大変活気があって、若い方から年配の方までおいでになって、それぞれが今、

大変な状況だけれども、頑張っておられる様子を目の当たりにさせていただきました。そういう

意味では、全社は回っておりませんけれども、それぞれ課題はあるでしょうけれども、非常に頑

張っておられる様子を見させていただいて、一つには少し安心をしたというような気持ちもわい

てまいりました。反対に元気をいただいたかなというふうな思いもいたしました。詳しいところ

まで突っ込んだ話しはできておりませんけれども、会社のやっておられる内容について、工場内

を見せていただいて、そういう認識を深めさせていただいたというところで終わっておりますけ

れども、今度、商工会を通じて、１９日、そういう懇親会といいますか、懇談会もございますの

で、また、そこで多くの方のご意見も聞かせていただけるんではないかなと思っておりますので、

そういった点も、今後も交流といいますか、キャッチボールが必要だなということを改めて考え
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させられました。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 私も、あのときにちょっと述べさせていただいたのは、私も回ったときに、いろ

いろなお話を聞かせていただきました。そのときに思ったのは、やはりじかに町長が行かれて、

町長にいろいろなことをお話されたと思うんですね。それが大変よかったというようなことも、

私も電話で報告を受けました。そういったことで、町側が決して見捨てるという言い方はおかし

いですけれども、非常に心配しているんだという姿勢を見せることが非常に大事であるというぐ

あいに思うんですね。各工場長さんも、基本的に行政にあれをしてほしい、これをしてほしいと

いうようなことは、そんなにないんだと、ただ今、思っていることや、今、感じていることを、

やっぱり町長に聞いてほしいと、こういう感情のお話がたくさんございましたので、私はぜひ、

行ってほしいというようなことをお願いしたわけでございまして、しかし、その中でもさりとて、

やはり町側でできることと、できないことが当然あると思うんですね、そのやりとりの中で町側

が、こういうことはちょっとできるんではないかなというようなことのお気づきがなかったのか

どうか、その点についてもちょっとお聞かせください。

議 長（森本敏軌） 太田町長。

町 長（太田貴美） そのときには非常に駆け足といいますか、一生懸命仕事をされている最中でござ

いましたし、そこでゆっくりお話をさせていただくという、それぞれの場所においては時間はな

かったんですけれども、町として、それぞれの企業によって違いますけれども、こういう点では

町がお手伝いできるなと思えるところもありましたし、反対に町もお手伝いいただきたいなと思

えるような企業もございましたし、それぞれの企業によって違うと思いますけれども、ざっと見

させていただいた状況の中でございますので、今後、またいろいろとキャッチボールの中で具体

的なものが出てくるんではないかなというふうに思っておりますので、その中で、また判断して

まいりたいと思っております。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） ぜひ、継続して１年に１回ぐらいは、本当に数多くの社員さんを雇っておられま

すので、こういう企業が撤退をされると大変なことになりますので、ぜひよろしくお願いしたい

なということをお願いしときます。

それと、続きまして１９５ページですけれども、商工会に関しての質問であります。この中で

商工会の特別事業の補助金がございます、１，３８５万円ですか、これが当初予算として計上さ

れてありますけれども、これは一体、何をされるのか、その点についてお尋ねをします。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

特別事業でございますけれども、ご承知のとおり、今回、６部会が新たに商工会とともに発足

されまして、２年を経過しようとされておりますけれども、２１年度につきましては、具体的な

取り組みがなかったわけでございますが、いよいよ２２年度につきましては、各部が積極的に動

きたいというような要望もございまして、それも受けて、できるだけ支援をさせていただきたい

ということで、予算を組ませていただいております。

せんだっての質問にもございましたように、今回の大きな部分としましては、この手当という
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わけではないんですけれども、やはり商品券事業につきましては、ぜひとも継続してやりたいと

いうような要望がございまして、一定の支援をさせていただくという計画をさせていただいてお

ります。

それから、街路灯支援につきましては、岩滝部分だけでございますけれども、そんな部分や、

さらには大きい分としましては、今後、観光との連携ということになりますと、ちりめん街道の

まるごとミュージアムにかかるイベントへの支援という部分が、全体的な部分としてはございま

す。あと、先ほど言いました部会でございますけれども、総じてのお話をさせていただきますと、

今回はいろいろと技能検定への参加だとか、それから視察研修、それから販路開拓にかかる取り

組み、それから、例えば突起したものとしましては、料飲部会につきましては、町内飲食マップ

をつくりたいとか、具体的な要望もいただいております。さらには青年部につきましては、町長

も思い切った積極的な支援がしたいということで、青年部後継者育成事業というような取り組み

の中で、具体的な取り組みは、まだ決定をしておりませんけれども、観光ビジョンなり、地域活

性化のための具現化に伴う事業を行っていただきたいというような話をしながら、予算をつけさ

せていただいたというところでございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 先ほど、課長も言われましたように、この６月から子ども手当が支給をされると

いうことで、これは一つは子育て支援ということなんでしょうし、もう一方では景気対策という

ようなことも、当然、考えられると思うんですね。各テレビなんかで見てますと、いろいろな町

の商工会議所やら、商店街やら、いろいろな形で、これを見込んだ、いろいろな施策が考えてい

ただいているようでございます。ぜひとも商工会さんと連携をとっていただいて、この時期に合

わせて効果的な活動、販売促進活動ができればいいんじゃないかなというぐあいに感じておりま

す。

続きまして、ちょっと飛びますけれども２０９ページにいきまして、道の駅の運営事業につき

まして予算化されております。道の駅と加悦ファーマーズライスにつきましては、私は今回の一

般質問でいろいろ述べさせていただきました。少し消化不良のところがございますので、ここの

ところについて質問をさせていただきたいなというぐあいに思います。

あのときにもちょっと申しましたように、道の駅につきましては、全盛時は大変な利益を上げ

られて大変よかったんですけれども、京都縦貫道の部分開通によりまして、交通量が大幅に激減

したと、大型バスがかなり少なくなってきたということで、売り上げがどんどんどんどん下がっ

てくるというような状況でございます。

１３期、１４期の決算書を見させていただいたら赤字でございまして、ところが１５期は、営

業損益はちょっと赤字ですけれども、営業外収益がちょっとあって、最終的には、ちょっと若干

の利益が出てるというような決算書をちょっと見せていただきました。これとて、しかし、よく

よく見ますと売上高は約１０％ほど減っているんですね。そやから、要するに経費を非常に切り

詰めていただいて、何とか利益を出したと、こういうような状況だと思うんですね。だから、こ

の流れというのは全然変わってないというぐあい思うんですね、車の流れですね、要するに。こ

ういう中で、一般質問の中で、町長の答弁で、私がちょっと提案させていただいたリフレかやの

里みたいな形で、ああいう結末にならない状況の中で、いろいろな判断が必要ではないかなとい
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うことを言わせていただいたんですけれども、現在、道の駅の運営状況を、決算書をよくよく見

られて、課長はどのようにお考えになっているのか。私は私なりにちょっと感じているところが

あるんですけれども、まず課長の決算書を見られた、ご自身の思いをちょっとお話いただければ

なというぐあいに思います。

議 長（森本敏軌） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。

丹後フロンティアの件でございますけれども、ご指摘のとおり、私も同じ分析をいたしており

まして、当期の売り上げにつきましては、かなり減っております。その分だけ経費を何とか切り

盛りされまして、とりわけ人件費、私どもも思い切って経営の中には入り込ませてもらっており

ますが、店長の給与のカット等につきまして、そういう状況を起こさないと、この経営は難しい

というようなことで、毎月１回、店長との調整会議を行っております。なかなか売り上げにつき

ましては、このような状況ですので、上がらないということで、経費の節減を行ってきたという

ことで、今回の決算については８０万円余りの利益が上がったということでございますが、これ

は予断を許さない状況でございまして、私どもの方で分析しておりますと、このままでいきます

と、はっきり申し上げまして、３年が大きな分岐点にならへんかというふうに思っております。

厳しいことですけれども、これを打開することとしましては、やはりずっと待つんではなくて、

やはり外に向けての、ものを売っていくという行動もとっていかなければならないというふうに

内部で協議をしております。そういったわけで、２２年度につきましては、与謝野自慢を、この

丹後フロンティアに委託をいたしまして、外に向けて情報を発信していこうということで、例え

ばネットでの特産品の販売等にも心がけながら、収益アップを図っていただくというようなお話

をさせていただいておりまして、ことしは、それに向けての第一段として取り組んでいくという

状況でございます。ご指摘のとおり、非常に厳しい状況でございます。損益分岐点から見まして

も、やはり一月１００万円以上の収入を見込まないと、現状ではもう３年、４年先には大変なこ

とになるんではないかというふうに思っています。いろいろな角度から調整をしながらやってい

きたいというふうに思っています。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） 私の感想を申させていただくと、なかなか私も、そのとおりだと思いますね。か

なり流動資産がございますので、ここ１、２年のうちは何とかしのげるかなという感じはします

けれども、３年ぐらいですね、その辺がちょっと気にかかるとこら辺だなというぐあいに思って

おります。ぜひとも注視をしていただいて、一般質問で申しましたように最悪の結末とかいうよ

うな形にならないような形で、事後処理がスムーズに、どんな形になるかわかりませんけれども、

ぜひ考えていただきたいと、これは決して、僕は会社が怠けているとかですね、そういう状況で

はないと思うんですね。これはもう交通アクセスなんていうふうなことは、会社がどうしたって、

防ぎようがございませんので、人の流れというか、車の流れは、これは経営努力では何ともなら

ないと、こういうぐあいに思っておりますので、ぜひ注視をしていただいて、間違いのないよう

にお願いしたいというように思ってます。

それと、もう１社の加悦ファマーズライスにつきましては、一般質問のときにもちょっと申し

ましたけれども、かなりの累積債務があって、最近、非常に業績としては好調があるというぐあ
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いにお聞きしとるんですけれども、債務がどれだけ減っているのかは、ちょっとよくわからない

ですけれども、利益の中から返済というか、累積債務を消しておられると思うんですけれども、

ちょっとここ近年の状況を、課長の方からお聞かせください。

議 長（森本敏軌） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えします。

加悦ファマーズライスにつきましては、ご指摘のように、創業当初からの累積債務が多額にわ

たっておりまして、合併時には１億円を超える額があったということでございます。それを徐々

に年間の黒字を出していただくことで、減らしていただいております。ファマーズライスの、い

わゆる債務超過状態を解消していくということが一番の目標ということで頑張っていただいてお

りまして、目標では平成２３年度の期末決算では解消していくという目標のもとに進めておって

いただきまして、この目標については何とか達成ができるのではないかというように思っており

ます。

また、累積債務以外にも個人を含めた借入金が多額にわたっております。これらも当然、お返

しをしていく必要がございますので、債務超過解消後にそれらについて、逐次、お返しをしてい

く方向で頑張っていただいているということでございます。

今期の状況も、前期同月に比べましたら好調でございます。この状況を、ぜひ継続していただ

いて、少しでも黒字をたくさん出していただくように、この３、４、５月はかき入れ時ですので、

さらに頑張っていただけるものと、このように思っているところでございます。概況は以上のと

おりでございます。

議 長（森本敏軌） 谷口議員。

１ ４ 番（谷口忠弘） ぜひ、この会社に対しても注意深く見守っていただきたいなと、個人負担をされ

ておられるということも聞いておりますので、そういう方々にご迷惑のかからないような形で、

ぜひ、頑張っていただきたいなというぐあいに思います。

それと、ここはたくさんの、それこそ雇用も、聞いたところによりますと５０人以上、今ここ

とで働いておられるらしいので、そういう面からも非常に有効な施設でございますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいなということを申し上げまして質問を終わります。

議 長（森本敏軌） お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」）

議 長（森本敏軌） ご異議なしと認めます。

本日は、これにて延会することに決定しました。この続きは、あす３月１８日、午前９時

３０分から行いますので、ご参集願います。

大変ご苦労さんでした。

（延会 午後４時５５分）


